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〈論 説〉

西 アジアの農業制度 と割替え慣行
ム シ ャー に つ い て

後 藤 晃

目 次

は じめ に

一
、 東 ア ラブにお け るムシ ャー とその歴史 的変 容

(一)ム シ ャーの概念

(二)共 同体所 有 の ム シャー

(三)持 分所有 の ム シ ャー

四

却

却

↓

つ

∋

(

(

(

、
(

(

(

一

ム シャー村 にお け る農 耕方 式

ム シャーの歴 史的契機

上地政策 とム シャー

イラ ンにお け る地 主制 の展 開 とム シ ャー

マル ヴ ダシ ト地方 の農 業制度 とム シ ャー

村落 共同体

地主 経営 におけ るム シ ャー

おわ りに

は じめに

19世 紀 半ばか ら20世 紀半 ばにか けたほぼ一 世紀 は,西 アジアにとって 「西

欧の衝撃」が地域社会 を大 きく変 えた時代 であ った。産業 資本 を確立 した西欧

による 「開国」 の圧力 は西 ア ジアに 自由貿易 を強制 し,国 際分業体制 の下 で農

業部門 を世 界市場 に組 み込 み,旧 帝 国 の経済 システ ムの もっ機能 を喪失 させ

た。旧 システムでは,農 業余剰 は中央 に集積 され官僚機構を再生産 す る帝 国の

経済的基礎 をな していたために,租 税 は物納 を原則 と して農産物価格 は管理 さ

れ,農 産物流通をあ ぐる商業活動 は政策的 に厳 しく抑制 されて いた。 このため
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農業社会 は,余 剰の収奪部分 と して中央の商品経済 か ら切 り離 され,官 僚的支

配 と封建 的かつ部族 的諸制度 の もとで基本 的にはアウタルキーの閉鎖状態 に押

しILめ られていた。この農業社会 に 「開国」が及 ぼ した影響 はきわめて大 き く,

不平等条約 は経済活動 に対 す る諸規制の廃 止を,貿 易 の発展 は農産物 の市場の

形成 を意味 したか ら,村 は商品生産 の場 に組み替 え られて農業経済 の全般的な

展開 をみ ることにな った。

外的 イ ンパ ク トは地方 に新 たな社 会構成 を生み出す契機 ともな った。本稿 で

対象 とす る東 ア ラブ(シ リア,パ レスチナ,ヨ ルダン,イ ラク)と イ ランでみ ると,

「開国」以前 の農業社会 は,中 央 の官 僚機構 と地方 の封建勢力 の重層的支配 の も

とにおかれていたが,商 業 的農業 の発展 を契機 に して封建的 な勢力 は農産物 の

商品化 に利益を求 め る地主 に姿 を変 え商人 もまた土地を集積 し,分 益制 による

地主 ・小作関係 が主要 な生産関係 として現われ は じめた。 また,封 建勢 力が不

在 の地方 では小農 的村落が成立 して いたが,こ こで も商人 による金融的支配 が

強 め られ た ことで土地 集積 が進 み地主制 が登 場 した。 これ を地域 ごとにみ る

と,多 様 な変容過程 をたどりなが らも,イ ランやイ ラクでは部族長や旧領主層

の地主化 や都市上層 による土地取得 によ って村 をまるごと所有す る新興地主が

農村地帯 を被 い,ア ナ トリアで は商人 の金 融的支配 が強ま るなかで農民層 の全

般的窮乏化が進行 し,ま た シ リアやパ レスチナでは この双方の現象がみ られた

のであ る。 こうした農業社会 の変容 と新 たな社会層 の登場 は旧帝国 の経済 シス

テムを崩す作用 をな したたあ,旧 帝国政府 にとって は近代化 によ る新 たな シス

テムの編成を迫 られ ることにな った。 そ して,こ の近代化の政策 は農業社会 の

変容 を さらに加速 させ るとい う相互作用 を果 た した。

それで は,世 界市場 に包摂 された ことによって農業社会 に登場 した新 たな社

会構成 は,社 会経済史 の枠組 においてど う理解すべ きなのか。 ウォー ラステ ィ

ンは世界資本主義の周辺部 にお いて成立 したのは資本主義の周辺部的形態 であ

ると し,農 業社会 に生 まれ た地主制 は資本主義 の農業制度 であ り地主 ・小作関

係 は資本主義的 な労働組織 の一 形態 に過 ぎな い と述べ てい る[ウ ォーラスティ

ン,1974,124132ペ ージ]。筆者 はこれを否定す る もので はない。 しか し,こ の世
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界 システム論 では資本議 の中心部 が包 み込 んだ ところは固有 の歴史を抱 えた

地域で はな く没個性的 な単 なる周辺 に過 ぎず,西 アジアにおける社会変容 の プ

ロセ スを実証的 にたどると資本主義的な社会構成 とは必ず しもいえない過渡的

な形態 に出会 うのである.そ して,こ の一 っカa共同体 の問題 である・共同体 と

商 品 とい う対立概念 か ら農業社会を眺 め ると,資 本議 の包摂 が共同体 を解体

す るまでに はかな りの時間を要 し,こ の過程 に過渡的形態 の存在を想定す るこ

とが歴史認識 の上で どうして も必要 となる。19世 紀後半か ら20世 紀半 ばにか

けた時代 に,村 落共同体 や部族共同体 が どのよ うな変容の過程 をた どったか,

地主制 の発展 が村を どのよ うに包み込 み これを編成 してい ったのか。本稿で は

村落 に視点 を据 え,共 同体 を特徴づ ける定期的な割替 え慣行 の もつ機能の変化

をた どりなが ら検討 を試み るものであ る。

一 、 東 ア ラ ブ にお け るム シ ャ・一と その 歴 史 的変 容

(一)ム シャーの概念

土地や動産 を個人 が排他 的に所有す るので はな く複数 の人間が共同でまたは

持分 で共有す る所有の形態を アラビア語 で 〈ムシ ャーmusha'a>と い う。農民

数人が資金 を もち寄 り トラクターを購入 して共同で利用 し余暇利用で賃耕業に

使用 して利益 を持分で配分す る.ま た湘 続 に際 し相雛 を もつ複数の者膿

地 を共有 し,農 業 の従事者 が非従事者 にその持分 に相 当す る地代 を支払 う。 こ

れ らの形態 もムシャーに相当す る。 しか し,土 地制度 において ムシャーの用語

が使われ る時 には共通 のコ ンセプ トが必 ず しもあるとは言 えない。

イラ ン社会史 の オー ソ リテ ィーで あ るラム トンは 「非分割 の持分 によ る共

有」 とい う定義 を与え,農 地改革 まで長期 にイラ ンの農業社会を被 って いた大

土地 所有制 におけ る所 有 の一形態 にム シ ャー とい う用語 を当てた[Lambton,

1969,p.101]。 大土地所有制下 のイ ランでは,土 地が複数 の相続 人によ って相続

され る際 土地を分割せず に持分を分 けて相続す ることが多 くみ られたが,こ

の場合,複 数 の相続人が共有 しそれぞれが全体 に対す る持分 を所有 しsし か も

この持分 が譲渡可能 な私的な権利 であるよ うな形態 を・排他 的な私的所有 の形
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態 〈マ フル ー ズmafruz>と 区 別 して ム シ ャー と した
。

一 方
,ヨ ル ダ ンで農 村 調査 を実 施 した社 会 人 類 学 者 の ア ン トンは

,調 査村 の

土 地 制度 史 を検 討 す る中 で・土地 が 「譲渡 され る こ とな く村 に よ
って所 有 され,

住 民 の間 で 毎年 また は隔 年 で再 配 分 され る囎 を もっ 共 同 体 所 有 の制 度 」
,つ

ま り村 の土 地 が部 族 な い し氏 族 の共 同体 に帰 属 し
,共 同 体 の成 員 であ る こ とに

よ っ て 土 地 の 利 用 権 が 保 証 さ れ る よ う な 所 有 の 形 態 を ム シ
ャ_と した

[Antoun,1969,pp20-22]。 東 ア ラ ブ地 方 に は
,20世 紀 の前 半 に遊 牧 民 の定 住 村

や部族 ・氏 族 の共 同体 的 関係 を強 く残 した村 で この形態 が残
って いた。

また,20世 紀 前半 期 にパ レス チ ナの農 業 制度 を研 究 した グ ラ ノ
ッ トは 「(東

ア ラ ブ地方 の)土 地 所 有 に は二 っ の形 態 が あ る
。 一 っ は個 人 に よ る永 続 的 な分

割地 所 有 で あ り,も う一 つ は土 地 が 家族(拡 大家族) ,氏 族(hamula)に ま と ま る

家 族 の集 合,ま た村 の住民 全 体 の いず れ か に よ って分 割 され ず に共 同 で所 有 さ

れ るム シ ャ　 の形 態 であ る」[Granott ,1952,p」74]と 述 べ て お り,ム シ ャーを分

割地 的所 有 の対 概念 と した点 で前 二 者 と同 じで あ る.し か し,彼 に と って は個

人 の所 有 権 は特 別 の地片 に固 定 され ず,耕 地 が成 員 の間 で定 期 的 に再 配分 され

る こ とが 重要 な要件 で あ った。20世 紀 前半 期 に は共 同体 所 有 は持 分所 有 に よ る

共 有 の形 態 に徐 々 に変 わ りつつ あ った カ5耕 作地 を割 翫 る制度 は部 族 共 同体

か ら分 割 地所 有 へ の過 渡 期 に登 場 す る多様 な農 業 制度 に お け る共 同体所 有 の遺

制 で あ る と して これ を ム シ ャー と したの で あ る[Gran・tt ,1952,p.213].彼 に とっ

て は土 地 所 有 関係 その もの よ り も割 替 え制度 が ム シ ャーの基 本 的 内容 を な して

いた。19世 紀後 半 以 降 政府 に よ って土 地 の登 記 が実 施 され この過程 で人 土 地

所 有 制 の発 展 を み るが,農 民 が 小作 農 化 した村 で も共 同体 と して の社 会 関 係 を

残 し割 替 えが 慣行 化 して い る場 合 に は これ を ム シ ャー に含 めた の で あ る[G
ra-

nott,1952,p.180]。 ラム トンと ア ン トンに と って
,共 同体 所 有 か共 有 か の違 い は

あ る もの の いず れ も土 地 所 有 関 係 を と らえ た概 念 で あ った の に対 して,グ ラ

ノ ッ トに と って は・ 過 渡 期 にみ られ た農 業 制度 にお け る共 同体 の遺 制 と して の

割替 え慣 行 が ム シ ャーで あ った。

この よ うに,グ ラノ ッ トが ム シ ャーを広 義 に解釈 した の に は理 由が あ
った。



0302) 西アジアの農業制度 と割替え慣行83

彼 が研究の対象 とした東 ア ラブでは,19世 紀半 ばか ら20世 紀前半 にかけて オ

スマ ン トル コ政府 と英仏の委任統治政府によ って農地の登記が進 あ られた。実

際 の登記作業で は部族長や領主的 な地方の有力者 の名義で権利 の設定 が行 なわ

れ ることが多 くこの ことが大土地所有制 を発展 させる主要 な原因 とな ったのだ

が,一 方 で耕作農民 に利用地 の権利 を登記 しよ うとす る努力 も払われた。 しか

し,耕 作地 の登 記 は割替 え を廃止 し分割地 所有 の農民 を創設 す ることを意味

し,伝 統的 な慣行 に固執 し登記 の名義人が徴税や徴兵 の対象 とな るのを恐 れた

ことで農民 の反発 を招 いた。 また,土 地 を測量 して農民 に耕地 を分割す る作業

を行 な う組織 的力量を政府が もたなか ったために,登 記作業 は多 くの困難 に遭

遇 した。登記作業 の実施 に際 して定期的な割替 え慣行 の存在 が直面 した大 きな

問題 であ ったので ある。委任統治期 にパ レスチナで土地権利 の設定 に従事 した

土地設定委員会 が,ム シ ャーを 「村落の土地 を利用す る農民 が個別 の分割地 を

所有せず定期的 な割替 えで利用地が決 ま り,共 同体 的な強い耕地規制 のある土

地制 度」 と規定 したの も現 実の政策実行 と関連 して の ことであ った[Report,

1926,p.52ユ。 グラノ ッ トが所有 の形態で はな く割替 え慣行 を もって ムシャーと

したの も同様 の理由か らで あった。

本稿で は定期的割替 え制 を もっ農業制度 をムシャーとす るグラノッ トの規定

を適用す る。 しか し,割 替 え慣行 は,西 アジアで は共同体所有の遺制 としての

農業制度 にのみみ られた訳で はない。後 に詳 しく述べ るように,20世 紀 の地主

制の展開期 にイラ ンでみ られた割替 え慣行 は地主経営の労働組織 の システム と

しての性格 を もっていた。部族 や氏族 などの共同体 の成員であ ることが耕地 の

被配分 の権利要件 をな し割替 え は成員 の実質 的な平等 を維 持す る農業制度であ

る場合 もあ り,持 分 が私的な権利 であ り不均質 な村 の耕地 の利用に際 して持分

の質的な平等 を維持 す る目的で割替 えが行なわれ る場合 もあ った。 また,土 地

に対す る小作農 の権利 が強 ま り永小作権 が発生す ることを抑 え る手段 と して地

主 によって採用 される こと もあ ったのであ る。 したが って,土 地 の権利 関係 を

明確 に す る必 要 が あ る時 に は,〈共 同体 所 有 の ム シ ャ ー〉,〈持 分 所 有 の ム

シャー〉,〈地主制下 の ムシャー〉 とい う言 い方 で区別す ることにす る。
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(二)共 同体所有のム シャー

〈共 同体所 有の ム シャー〉 に関 しては1930年 代 か ら60年 代 にか けて調査 さ

れた若 干 の研究 が あるので これを よ りどころに検討 を試み る
。 この形態 の ム

シャーはかつて乾燥 ・半乾燥地帯 の部族社会 に広 範 に存在 して いた と想定 され

るが,20世 紀半ば には農業の限界地 の と くに部族 的関係 を強 く残 した地方 にわ

ずか にみ られただけで ほとん ど消滅 して いた。 シ リアで は,乾 燥 ・半乾燥地 の

べ ドウ ィン遊牧民 の定住村 の中で とくに貧 しい村で残
っていたに過 ぎないとい

われてお り・ その一つが ウォ リナーによ って紹介 されて いる[Warriner
,1966,

pp.74--75]。これによると,排 他的 な私 的所有 は存在 せず,村 の土地 は部族 に属

し,下 位集団であ る氏族 に平等 の原則 で割 り当て られ,氏 族 の割 当地 はさ らに

その成員の間 で分 け られ た。 そ して,氏 族間,氏 族 の成員 間で定期的な割替え

が慣行 とな って いた。共同体 の成員 は等 しく土地 を配分 され
,家 族 に属す る男

子 の うち村 に居住 す る者 の数 で土 地 を割 るこ とが揺 るぎない原則 とな って い

た。 したが って,規 模 の大 きな家族 ほど多 くの耕地 が配分 され
,男 子 の子供が

生 まれ るとその家族 は村の耕地 に持分を増や し,死 んだ り村 を離 れ るとその権

利 は共同体 に戻 る実質 的な平等原理が制度 的に保証 されていた。

また,グ ラノッ トは調査 と文献を基礎 に 〈共同体所有 のムシャー〉 を耕地 の

配分形態 か ら二 っの類型 に分 けて紹介 して いる[Granott ,1952,pp.225-227]。 共

同体所有 の もとでは共 同体 のすべて の成員が村 の耕地 に均等 な被配分権 を もっ

ことが理想型 とされ るが,現 実 には実質 的平等 が必ず しも原則 とな って いな

い。 第一 の形態 は,共 同体 の成 員の うち農作業 の能力 のあ る男子に限
って配分

を受 ける権利 を もつ ものである。 ここで農作業 の能力 とい うの は裸 の人間労働

の能力で はな く農具な どの労働手段 と結 びっ いた能力で あ り
,と くに最 も重要

な労働手段 として評価 されたのは役畜(雄 牛)で あった。乾燥 ・半乾燥地 の麦作

地帯 における伝統的 な農業技術 では,耕 起 ・杷耕 ・脱穀 の基幹 的作業 に梨や杷

を牽引す る二頭 の雄牛 が使役 され,雄 牛 はこれ らの農作業 に欠 くことので きな

い役畜であ った。 このため,土 地 の配分を受 けるには雄牛 を もっ ことが条件 と

な り,配 分 され る耕作地 の大 きさは農作業 の能力の大 きさである成年男子 と役
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畜の数 に比例 したので ある。耕地 の定期的な割替 えに際 して は,ま ず村社会 を

構成す る氏族 の間で集団の もつ農作業 の能 力に応 じて配分がお こなわれ,次 い

で各氏族 を構成す る家族(核 家族)の 間で配分 がお こなわれた。

第二 の形態 は,村 に居住す る共同体成員の うち男子 に限 って村の耕地 に配分

を受 ける権利 を もっ とい うウォ リナーが示 した事例 に相応す る ものであ る。 こ

の土地 の配分 の システムはズクル(zukur)と 呼ばれて いるが,ズ クルの語意が

男であ ることか らも知れ るよ うに,文 字通 り男子であれば新生児か ら老人に至

るまで労働能力の有無 に関わ りな く土地 の配分 を受 ける権利を もち,氏 族 は構

成 す る男子 の数だ けの土地 の割 当てを受 けることになる。被配分権 は氏族 の権

利 と してで はな く共 同体 の構成員 で ある個 人 に属 す る もの と観念 されていた

が,農 業経営 は個人 ではな く家族 を単位 としていたため土地の 占取主体 は実質

的 には家族 であ った とい って よい。割替 え慣行 に もとつ く耕地の配分 には くじ

引 きの方法が と られた。割 当て地 は男子の人口 と村 の耕作地 の面積 との関係で

決 ま ったか ら,農 地 として利用可能 な未耕作地が不足す る場合には人口の増加

によ って割 当て地 が零細化 し,村 の住民 が貧困を共有す るとい う結果を招 くこ

とに もな った。

この二形態 はともに所有 の主体が部族 のよ うな血縁集団 にあり・定期的な割

替 えによ って均等性 が維持 された。 しか し20世 紀 にお ける 〈共 同体所有 のム

シャー〉で は,土 地所有 の主体 は部族か らよ り下位 の集団である氏族,親 族 の

集団 に移 っていたよ うで ある。村社会 は一般 に複数の氏族で構成 され,氏 族 は

村 の土地 に持分を保有 し持分 に応 じて土地が分割 されていた。 したが って,氏

族間で実施 され る定期的な割替 え は土地条件 の平等 を維持す る目的で継続 して

いたに過 ぎない もの としてあ った。実質的平等 をはか る目的を もった割替 えは

氏族 の成員 の間でのみ行 なわれていたのである。 このような土地所有の下位集

団への移行 は部族 的統合力 の低下 を反映 しているが,オ スマ ン トル コ政府 が実

施 した土地の登記 が氏族 を単位 として行なわれる ことが多か った こととも関連

している。

以上 を要約す ると 〈共 同体所有 のムシ ャー〉 は次 の二つ に類型的に整理で き
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る。

(1)土 地 所 有 の主 体 は部族 に あ り村 全 体 で 実質 的平 等 が計 られ る
。 氏 族 間 で

は各 氏族 の成 員 の数 に応 じて土 地 が配分 され,氏 族 内で も成 員 は均 等 に利

用 地 が配 分 され る。

② 土地 所 有 の主 体 は氏族 に移 行 し,各 氏族 は村 の土地 に固定 した持 分 を も

っ。 しか し,氏 族 内 で は成 員 は均 等 に利 用 地 が 配分 され る
。

〈共 同体 所 有 の ム シ ャー〉 の村 にみ られ る平 等 原 理 は耕 地 制度 に も反 映 した
。

耕 地 の割 替 え は,ま ず村 社 会 を構 成 す る氏 族 の間 で次 いで氏 族 の成 員 間 で 行 な

われ るが,氏 族 間 の配 分 に際 して は,耕 地 の条 件 ,た とえ ば土壌 の肥 沃度 や灌

概水 利 の条件y集 落 へ の距 離 な どに平 等 を維 持 す る配 慮 が な され た
。 通 常,村

の耕 地 は条 件 の違 うい くつか の耕 区 に区画 され,氏 族 間 の配 分 は耕 区 ご とに行

な われ た[Warriner,1966,pp.74-75 ,Granott,1952,pp.225-227]。 この た め,個 々の

第一図 ム シャー村の耕地概念図

氏族割当て地
、 、 、 、 _隔_ _

(a)

0耕 区の境界

『-m氏 族 割 当て地の境界

鼎籍暦'軸'讐氏族成 員の地条の境 界
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氏族 は各耕区 にそれぞれ一一っの耕作地を もつ ことにな り,各 耕区 に分散 した氏

族 の割当て地が氏族 の成員 である被配分権者 の間で さ らに細 かい地条 に分 け ら

れ た。 この土地配分 の方式を概念図化 したのが第一図であ る。

(三)持 分 所有 のム シャー

血 縁 的 な部 族 ・氏 族 社 会 を特 徴 づ け る 〈共 同体所 有 の ム シ ャー〉 は,19世 紀

に は東 ア ラ ブの乾燥 ・半乾燥 地 に広 範 に存 在 して い た と想 像 され るが,20世 紀

前 半 に は村 の土地 に対 して農 民個 々人 が固 定 した持分 を私 的 に所 有 す る 〈持分

所有 の ム シ ャー〉 が次 第 に増 加 して いた。 定期 的 な割 替 えを慣 行 と して残 しな

が ら農 民 が共有 地 に私 的 な権 利 と して の持 分 を もっmusha'aal-baladと 呼 ば

れ て い る形 態 で あ る[Granott,1952,p.234]。 イ ラ ンの砂 漠 を囲 む乾 燥 ・半 乾燥 地

の 農業 地 帯 で1970年 代 に確認 され た の も この ム シ ャーで あ る。 ア ナ トリアで

は,オ スマ ン トル コ政 府 が徴 税 の便 宜性 か らム シ ャー の形 態 を認 め なか ったた

め19世 紀 に ム シ ャー は存在 しなか った と され て い る[Gerber,1957,p.77,p.

148]。 しか し,東 部 アナ トリアの カ ル ス県 で は1920年 代 まで 「耕 地 が共 同 で管

理 され3年 ご とに く じ引 き で利 用 地 を割 当 て られ る」割 替 え慣 行 を と る村 が

あ った こ とが確 認 され て お り,黒 海 の エ レー リ地 方 で も同様 の事例 が記 録 され

て い る[Husrev,1935,pp.25-26]。

シ リアで は,20世 紀 半 ば に は部族 ・氏 族 組織 を残 しなが らも土地 に対 す る権

利 関 係 は個別 の家 族 に分 解 して い る場 合 が多 く,農 民 の権 利 は私 的 な持 分 に変

化 して いた。持 分 は,村 の全 耕地 の一 部 を意 味す るfaddanを 基 礎 と し,た とえ

ば1faddanを もっ と い う時 に は村 の 土 地 に対 す る全 シ ェ ア ー の うち1シ ェ

ア ーを もっ ことを意 味 して い た。 したが って,定 期 的 な割 替 えが行 な われ は し

た が農民 の持 分 は必 ず し も等 しくな く,持 分 が個 人 に帰 属 す る権 利 で あ るため

処 分 も可 能 で あ った。 ただ,作 物選 択 や土地 利 用,ま た村社 会 の秩 序維 持 に全

体 に よ る厳 しい規 制 と制 約 が あ り排 他 的 な私有 権 とは性 格 を異 に したか ら,譲

渡 も実 際 に は外 部 者 に は認 め られず 親族 や村 の内部 に限 られ て い た[Warriner,

1966,p.76]o
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〈持 分 所 有 の ム シ ャー〉 の一 事 例 を,ア ン トンが1950年 代 に調 査 した ヨル ダ

ン北 部 のKufral-Ma村 にみ る ことが で きる[Antoun ,1972,pp,20-25]。 この村

は年 間降 水 量 が200ミ リか ら400ミ リの間 を変 動 す る半 乾 燥 地 に位 置 し
,主 作

物 で あ る麦 を2年1作 で 利用 す る この地 方 に平 均 的 な村 の一 っ で あ る。 土地 登

記 は1943年 に委 任 統 治 政 府 に よ って実 施 され,交 換 分 合 と利 用 地 の 固 定 に

よ って個 別 の地 片 が個 人 の名 で登 記 され た。 しか し,登 記以 前 に は村 の耕 作 地

の4分 の3は ム シ ャー で あ った。村 に は3っ の親族 グル ー プが あ り,村 の耕 地

は く じ引 きに よ って毎年 この グル ー プ間 で均 等 に3っ に分 け られ た
。次 いで氏

族 の割 当 て地 は持 分 権 を もつ農 民 の間 で細 分 配 され た。 っ ま り,持 分 は個 人 が

所 有 す る権 利 と して あ る 〈持 分 所有 の ム シ ャー〉 の村 で あ る。20世 紀 半 ば の時

点 で は農 民 の持分 は不 均等 で あ った が,こ れ は個 人 に均 等 に持 分 が分 け られ て

か らか な りの 時間 が経 過 し,こ の間 に相 続 や譲 渡 に よ る権利 の移 動 が あ った た

め で あ る。 ア ン トンは,こ の村 もか つ て は 〈共 同体 所有 の ム シ ャー〉 で あ った

が,オ スマ ン トル コ政 府 によ って登 記 が行 な わ れ た際 に,徴 兵 志 願 を した成 年

男子 を対 象 に村 の土 地 に持 分 が登 記 され,そ の後 〈持 分 所有 の ム シ ャー〉 に変

わ った の で はな いか と推 測 して い る。 この持 分 は共 有 地 に対 す る一 定 の割 合 で

表 現 され る相 続 可能 な権利 で あ った が,譲 渡 に は規 制 が強 か った た め に村 の 内

部 で の み認 め られ て い たに過 ぎず,3っ の グル ー プの 問で は均 等 な配分 が続 い

た。 また,耕 地 制 度 で み る と開放 耕地 制 を と り,休 閑地 の共 同放牧 が共 同体 的

土 地 利 用 を特 徴 づ けて い た。 っ ま り,Kuhral-Ma村 の土地 所 有 関 係 は,19世

紀 末 か20世 紀 初 頭 に 〈共 同体 所 有 の ム シ ャー〉か ら 〈持 分所 有 の ム シ ャー〉へ
}

1940年 代 に 〈持 分 所 有 の ム シ ャー〉か ら分 割地 所 有 へ と,段 階 を経 て移 行 した。

この過 程 に は商 品経 済 化 に よ る農民 の所 有観 念 の変 化 が影 響 した こと は確 か だ

が,直 接 的 な契機 を な した の は オ スマ ン トル コ と委任 統 治 政 府 に よ る登 記 に よ

る土 地 権 利 の設 定 で あ った。

この よ うに,割 替 え制 も共 同体成 員 の利 用 権 を保 証 す る もの と
,持 分 権 が個

人 に属 し持 分 間 の質 的平等 を保証 す る目的 を もった もの とに区 別 され,前 者 か

ら後 者 に,後 者 か らさ らに分 割地 所 有 へ と移 行 す るプ ロセ スが,土 地 の登記 作
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業 の過程 で進 行 した ので あ る。 パ ル スチ ナ と ヨル ダ ンで は,委 任 統 治政 府 に よ

る土地 の 権利 設 定 が1928年 に始 ま り1943年 まで に全 耕 地 の84パ ー セ ン トに

当 た る40万 ヘ ク ター ルが 登記 され たが,こ の ほ とん どが そ れ まで ム シ ャーで

あ った とい わ れて い る[Antoun,19'72,P.23]。

〈持分 所 有 の ム シ ャー〉で は,持 分 は農民 の死 に よ って子供 に相 続 され る。イ

ラ ン南 部 で は一 般 に一 子相 続 で あ った が,東 ア ラ ブで はイ ス ラム法 の分 割 相続

が一 般 的 で あ り,こ の た め持分 は細 分化 され,ま た売 買 によ って持 分 を集 積 す

る もの も現 わ れ た た あ,不 均 等化 す る傾 向が み られ る[Himadeh,1936,p.57]。 第

二 図 は鳥 瞼 図 で み た一・つ の事 例 で あ る。 地 条 は耕 区 ご とに色 ん な方 向 に引 か

れ,そ れぞ れ長 さ は短 い もので400メ ー一トル,長 い もので は2,000メ ー トル に

達 す るが,そ の幅 は狭 い もので10メ ー トル に足 らず,持 分 の再 分 割 によ って零

第二図 パ レスチナにおける土地分割の事例
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細 化 と不 均等 化 が進 ん で いた こ とが知 れ る。 大 きな区画 を な して い るの は数 家

族 が共 同 で もっ か豊 か な家 族 の耕 地 で あ る。

不 均 等性 は分割 地 所 有 へ 移行 した村 で よ り顕 著 とな る。 しか し,土 地 の登 記

後 に分 割 地所 有 とな った農 民 の耕地 で再 び持 分 保 有 の形 態 が 生 まれ る ことが あ

る。 これ は分 割 相 続 で複 数 の子供 が相 続 す る際 に相 続 地 を持 分 で共 有 す る場 合

で あ る[Granatt,1952,p.234]。 複 数 の相続 者 が 共 同 して農 業 を行 な うこ と もあ っ

たが,相 続 者 の内 の一 人 が農 業 に従事 し他 は農 業 を行 な う権 利 を放 棄 す る代 わ

りに収 穫 に一 定 の取 り分 を え る こと もあ った。例 え ば,南 イ ラ クで は1940年 代

に土 地 が 個人 の名 義 で登 記 され た が,そ の後 の相続 で兄 弟 ,従 兄弟 によ る共有

が生 じ,時 代 が 下 が る と親 族 によ る共有 関 係 が複 雑 に な った といわ れ て い る
。

一般 に は土 地 の分 割 が耕地 の零 細化 を進 めて 自立 的経 営 を困 難 とす る
ことが共

有 関係 を とる主 な理 由で あ り,持 分 権 を もつ者 の内 の1,2人 が この土 地 で農 業

を行 な い,他 は余 所 で 就 業 し,収 穫 に一 定 の取 り分 を得 る と い う形 態 で あ る

[Fernea,1970,p.94〕 。共 有 関係 を と る ことで農 地 の零 細 化 を避 け る この形態 は今

日で も西 ア ジアの各 地 にみ られ る。

持 分 が 所 有 権 で はな く地 主 所 有 地 にお け る小 作 権 で あ る場 合 が あ る。 グ ラ

ノ ッ トが 小作 地 の割替 え制 も広義 の ム シ ャーに含 ん だ,〈 地 主 制下 の ム シ ャー〉

に相 当す る形 態 で あ る。 東 ア ラ ブで は,19世 紀 か ら20世 紀 前 半 にか けて用 益

権(実 体 は所有権に近 い)の 登 記 が実 施 され,こ の際y地 方 の有 力者 や部族 長 の名

義 で登 記 され る こ とが多 か った。 しか し,こ の こ とが即,村 の共 同体 的 な農 業

制度 の解体 を意 味 した訳 で はな く,割 替 え慣 行 も継続 し小作 権 は固定 した耕地

と結 びっ か な い ことが多 か ったの で あ る。 この 一 っ の事例 は シ リアの ユ ー フ ラ

テ ス川 の アサ ド湖 の下 流域 にあ るShamsed-Din村 に お け る1974年 の調 査 で

確認 され て い る[Seeden&Kaddour,1984,pp.495-505]。 この村 は64年 の農 地 改

革 まで は地 主 所 有 の村 で あ ったが,小 作地 は農民 の間 で均 等 に配 分 され定 期 的

な割替 え が慣 行 とな って い た。小作 権 農民 の数 は14 ,個 々の農 家 は五 っ の耕 区

に そ れ ぞ れ 均 等 な 地 条 を も って い た。 耕 区 当 た りの地 条 数 は14 ,5ま た は29

で・ これ は農 民 一 人 が耕 区 に一 っ ない し二 つ の地 条 を分 散 して保 有 して い た計
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算 にな る。地条 の大 きさは土地の肥沃 さによって差 があ り劣等地 ほど大 きい。

主穀で ある小麦 と大麦 は1対2の 割合で作付 け られ,西 アジアの乾燥 ・半乾燥

地 に一般 的な農耕 と牧畜が複合 した農業を特徴 とし・大麦 は主 として家畜 の飼

料 として利用 された。麦 の刈跡地 は耕 区を単位 に放牧地 と して開放 され家畜 の

飼料 を提供 した。 そ して,冬 には家畜 は牧童 によってLi」や大土地所有者 の綿花

プラ ンテーシ ョンに移動す る一種の移牧 の形態 を とった。割替 えに際 して は,

各耕区毎 に ロープで簡単 な測量 が行 なわれ,農 民 の利用地 は条件 に差 が生 じる

のを防 ぐために くじ引 きで割 り当て られた。 この地方で は,こ うした く地主制

下の ムシャー〉が1960年 頃まで広 くみ られた といわれている。

(四)ム シャー村 における農耕方式

これまでム シャーを土地所有の形態や村 の社会 関係か らみて きたが,割 替 え

慣行 がみ られ る地域 には農業生産 の技術 の形 態 と耕地制 度 の面 で共通 点が あ

る。言 い換 えれば,共 同体的な社会関係 を保証 しこれを条件 とす る耕地制度 や

土地 利用 の方式 がみ られ るところで割替 え慣行 が存在 して いたので ある。 ム

シャーの村 はそのほ とん どが乾燥 ・半乾燥気候帯 に分布 してい ることを先に述

べたが,こ の理由 は,こ の気候条件 に適合 した伝統農法が共同体的制度 を必要

と した ことにあ る。 この農法の特徴を分か り易 く羅列 す ると次 のようで ある。

(1)農 耕 と牧畜 の複 合 した農業である。農民 は羊や山羊,ま た牛 を半ば放牧,

半 ば舎飼 いの方式で飼養 して いる。 その理 由 として は,周 辺 に貧 困で はあ

るが草地 があ る こと,家 畜生産 が不安定 な農耕 を生 活 の面 で保障 す るこ

と,家 畜 の糞 が畑 の肥料 として必要 であ ること,の 三っが挙 げ られ る。

② 主作物 は麦類 であ る。 これ は乾燥 ・半乾燥地 で は,降 水量 が少 な くかっ

雨 は晩秋か ら春 にか けた季節 に降 り,冬 作 であ る麦 に適 した農業生産 の環

境 にあるか らであ る。乾季で ある夏 は作物生産 に不適であ り,夏 作 は灌概

農業が可能 な ところで のみ栽培 される。麦 の単作 の場合,耕 地 は二年 に一一

度 ない し数年 に一度 の頻度 で利用 され,休 耕 の年 には放牧地 として利用 さ

れ る。 これは土地 の肥力を回復す ることと土壌 の水分 の消耗 を抑 えるため
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であ り,肥 力 の回復 に は放牧 された家畜 の糞 も有効 な働 きを した
。

(3)耕 地制度 と して は耕地規制 の強 い開放耕地制が とられ
,ま た栽培作物 と

農作業 のスケ ジュールは農民全体の合意 で決 め られ個人 の自由 は存 在 しな

か った。 これはr家 畜 の飼料基盤 と してまた耕地 の肥力 を回復す るために

休閑地 を必要 とし・農民の 自由な土地利用 が認 め られ ると放牧場が確保 で

きないためであ る。細長 い地条で放牧 を行 な うことは隣の地条 の作物 を食

い荒す危険が あ り,休 閑 を一斉 に とること,つ ま り農民 の地条の集合であ

る耕 区を単位 に作物 を決め,休 閑期 には耕区を単位 に放牧す る必要があ
っ

た。 したが って開放耕地制が不可避 であ った。作付 け循環 が耕区循環 をな

し,小 麦 の収穫が終 った耕区 は休閑区 と して周辺 の未利用地 とともに羊 と

山羊 などの共 同放牧地 として開放 されたのである。

要 す るに,伝 統的 な農業 の方式が全体 に規制が強 い共同体 的な耕地制度 を不

可避 と したのである。 あ る年 の土地利用 を第 一一図で説明す ると
,農 民 は各耕区

にそれぞれ一 っの地条(面 積は均等であるとは限らない)を もちこれ を利用す る

が,耕 地規制 によ って耕 区③ では小 麦,耕 区⑤ で大麦 が作付 けられ,耕 区◎ と

⑥ は休閑地 と して共同放牧 のために開放 され る。

これ はあ くまで概念型で あ り,夏 作 が作付 け循環 に含 まれ ることもあ り
,地

方 によって多 くの偏差があ った と想定 される。共 同体 の解体 の過程で土地利用

の形態 も変容 したであ ろう。 しか し,い くっかの調査事例 が示す ように,伝 統

農 法 によ る農 業 が営 まれ た と ころで は開放 耕 地制 は基 本 的 に維 持 され
,ム

シャーもまたこの開放耕地制 を条件 と していた
。定期的 な割替 え慣行 は農業条

件 の質的平等 を はか る制度 で あ ったが,村 の土地 を条 件 の違 う耕 区 に区分 し

て,耕 作地 を分散 させ る制度 は開放耕 地制 の制度 であ った とい うことが で き

る。 したが って,湿 潤気候 や山間部 な ど農業条件 の異 なる地方 では開放耕地制

はみ られず,割 替 え慣行 も存在 しなか ったのであ る。 また,分 割地所有への移

行 は共 同体的 な土地利用の規制 の解 除を意味 したか ら伝統的 な耕地制度 を も解

体 させ る過程 で もあ り,こ の移行 にはまた農法 の変化 を伴 うことが多か った
。
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(五)ム シ ャーの歴 史 的契 機

共 同体 的 な割 替 え慣 行 が なぜ 西 ア ジアで広範 に存 在 した のか。 この理 由 を 自

然 条 件 と農業 技 術 の水 準 に求 め る こと は基本 的 に間違 いで はな い だ ろ う。 年 間

降 水量 が200ミ リな い し400ミ リの冬 雨地 帯 に ム シ ャーの村 が分 布 し,水 利 開

発 によ る灌ai;.業 が発 展 す る以 前dま この気候 条 件 で は冬作 の麦 類以 外 の作 物

の生 産 は難 しか った し,飼 料 基 盤 か らみ る と家 畜 生 産 は放 牧 方式 が 適 合 的 で

あ った。 しか し,こ の農 業生 産 の条件 はム シ ャー の必 要 条件 で は あ った が十 分

条 件 と はな らな い.な ぜ な ら,村 の耕地 を耕 区 に 区分 して農 民 の土 地 利 用 を規

制 す る開放 耕 地 制 は必 ず し も割 替 え を必 要 と しなか ったか らで あ る・ 同様 の農

業 条件 にあ りな が ら も中部 ア ナ トリアで は ムシ ャー の事 例 は少 な く,東 ア ラ ブ

で も レバ ノ ン山地 や地 中海 沿 岸 地方 に は存 在 しなか った。 また中世 ヨー ロ ッパ

の開放 耕地 制 にお い も農 民 は個 別 の地 条 を私 的 に保 有 してお り割 替 え は行 な わ

れ な か った。 した が って,ム シ ャーの契機 に は別 の理 由が付 加 され な けれ ば な

らず,こ の点 に関 して い くっ か の説 明 が な され て きた。 これを整 理 して列 挙 す

る とお よそ次 の三 っ か らな る。

(1)東 ア ラブ地 方 で は,ム シ ャー の村 が主 と して分 布 す るの は シ リア砂 漠 を

三 日月状 に囲 む一帯 で あ り,ベ ドウ ィ ン遊牧 民 の攻撃 と略奪 に しば しば さ

らされ た地 方 で あ る。村 は安 定性 に欠 き略奪 が激 しい時 に は村 が放 棄 され

る こと もあ り,村 社 会 は共 同 防衛 のた め に団結 し親 族 組 織 の結 合 が強 め ら

れ る必要 が あ った。 土地 関係 で いえ ば耕地 に私 的 な権利 が存 在 す る と略奪

の対 象 とな り易 く,村 の維 持 に は共 同体 所有 や共有 の状態 の方 がす ぐれ,

外 圧 に対 抗 す るた め に共 同組織 が強 め られ て土地 所 有 に私 的 な 関係 が 生 ま

れ な か った[Granott,1952,pp.215‐isユ 。外 圧 とい う点 で いえ ば遊 牧民 に限 ら

ず 徴 税請 負 人 の過 酷 な徴 税 も同様 の作 用 を な した。た とえ ば,19世 紀 末 に

シ リア砂漠 に隣接 す るホ ー ラ ンか らハ マ に通 じる幹 線 道路 の東 側 に放 棄 さ

れ た集 落 の跡 が果 て しな く続 いて い た と記 録 されて い るが,こ れ は徴税 請

負 人 に よ る諌 求 と遊 牧 民 の略 奪 に よ って 崩壊 した もので あ った といわ れ て

い る[Rafeq,1984,p.372,p.390]。
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② 確 か に ム シ ャーの村 は砂漠 に隣 接 した帯 状 の一 帯 に分 布 し
,遊 牧 民 の略

奪 に見舞 わ れや す い地帯 で あ る こと は事 実 と して あ る。 しか し,こ の一 帯

は乾 燥 気 候 で あ る こ とか ら当 時 の技 術水 準 で は集約 的 な農 業生 産 が不 可 能

な典 型 的 な麦 作地 帯 とな って い る。 ム シ ャーの村 は こ う した劣 等 地 に多 い

とい うこ とを 考慮 す る と,む しろ この厳 しい農 業条 件 が
,農 民 の共 同 を必

要 と して ム シ ャーを 制度 と して残 す 契機 とな った。 ム シ ャーの 村 は
i年 間

降 水 量 が少 な い麦 作 地帯 に分 布 して お り,降 水 量 の変動 によ って しば しば

旱魑 にみ まわ れ,村 社 会 の維持 が不 可能 とな る こ と もあ った
。 こ う した厳

しい条件 で は農 業社 会 を維 持 す るため に強 い共 同性 が求 め られ
,耕 地 の私

的 な所 有 は有効 で は なか った。

この(1)と② に共通 す るの は,ム シ ャーの分 布 す る地 帯 に は村 社会 の維 持

と農 業生 産 に と って条 件 が厳 し く,こ の条 件 が 強 い共 同 性 を不 可 避 と した

とい う点 に あ る。 土地 の個 別 的 な所 有 は適 当 で は なか っ た とい うこ とで あ

る。

(3>以 上 に対 して,遊 牧 民社 会 に お け る部 族 ・氏 族 の血縁 的 な関 係 と土地 配

分 の固有 の方式 が定住 農 耕 社会 に引 き継 が れ た と して血 縁 的 な社 会 関 係 を

強調 す る見方 が あ る。 今 世紀,遊 牧民 は定 住化 によ って その数 を減 ら し
,

今 日の東 ア ラブで は総 人 口 の2パ ーセ ン ト程 度 を 占 め るに過 ぎな い 〔r',

mant,1976,p.187]。 しか し,19世 紀 の非 都市 社 会 で は,遊 牧 と農耕 の二 つ の

生 産 の様 式 が拮抗 して併存 して い た。 農 耕 が 古 くか ら発 達 して い た イ ラ ン

にお い て さえ19世 紀 の初 頭 に農耕 民 の ほぼ半 数 の 遊 牧 民 が い た と推 定 さ

れ て お り[AbrahamianJ982,p.11],東 ア ラブで は この割 合 は さ らに高 か
っ

た。 地域 の不 安定 な政 治 や社 会 ,ま た農 耕 に と って の厳 しい気 候 条 件 は し

ば しば農 耕民 の遊 牧民 化 を 引 き起 こ し,た とえ ば シ リアで は社 会 の不安 定

化 に よ って村 の数 が大 幅 に減 少 した といわ れて い る[Rafeq ,1984,P.390]。

しか し,趨 勢 と して は定住 化 の方 向 に あ り,砂 漠 周 辺 の村 の歴 史 は決 して

古 い もので はな か った とい って よ い。 このた めs定 住 村 は遊 牧 民 の部族 社

会 の諸特 徴 を強 く残 し,ム シ ャー もまた遊 牧 民社 会 の共 同体 的 関係 や諸 制
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度 を反映 した もの と して 理解 され る。 例 え ば ウ ォ リナー は次 の よ うに述 べ

て い る。 「東 ア ラ ブの穀 倉 ベ ル トで は,20世 紀半 ば に お いて も共 同体 的 な

ム シ ャーが み られ た が,こ こで は家 畜 とテ ン トと生活 用 具 が個 人 の財産,

土地 は部族 の財 産 とみ な され た。 所 有 関係 は遊 牧民 社 会 に起 源 を もち,沙

漠 の縁 の半 遊 牧部 族 の共 同体 的 な所有 制 度 か ら地 中海 沿 岸 の村 落 に お け る

分 割 地 所 有 の制 度 へ の移 行 の一 段 階 を示 して い る」[Warriner,196fi,p.71〕 。

村 の社 会 関 係 に関 す る諸 研究 を みて も,血 縁 的 な緊密 な氏族 的関 係 を強 調

して い る点 で共 通 して い る。 村 の住 民 は村 社 会 を構 成 す る氏族 に帰 属 し,

ゲ ス トハ ウ スを もっ な ど村 の外 部 に対 して は連 帯 して責 務 を果 た した。 農

地 も氏 族 ご とに ま とま りを もち,そ の利 用 に は親 族 の合意 を必要 と して い

た。 した が って,ム シ ャー も氏 族組 織 との関連 で説 明 された。

しか し,遊 牧 社 会 を血縁 的 な部族 共 同体 と して一 括 して 扱 う こ とに は問題 が

あ る。 例 え ば イ ラ ン南 部 の遊牧 民 の場 合,部 族 民 が放 牧可 能 な家 畜 の数 に制 限

は な く家 畜数 の差 に よ る階層 分化 が み られ[Barth,1964,p.101],所 有 関係 は必

ず しも一様 で はな い。 ま た,遊 牧 民 に と って の家 畜 は生産 物 で あ る と と もに生

活物 資 を提 供 す る生 産手 段 で もあ る とい う二 重 の性格 を もち,こ の点 は定住 社

会 の所有 関 係 に も反 映 して い る。 沙 漠 に隣接 した農 業地 帯 の ム シ ャー村 の所 有

関係 は周辺 部 に お け る遊 牧 社 会 のそ れか ら類 推 す る こ とが 可能 で あ ろ う。

西 ア ジアの遊 牧社 会 の所有 関 係 に共通 す る特 徴 を要約 す る と概 略 次 の よ うで

あ る[Lewis,1988,Johnson,1974,Bath,1965,TapPer・1979を 参照]。

(1)土 地 の 占取 関係 で は,部 族 が一 次 的 な 占取 団 体 で あ る。 部族 長 は一般 に

部 族 の代 表 者 か っ指 導 者 で あ るが,部 族 長 と結 びっ いた上級 リネ ジの権 限

は非 常 に強 い。 慣 行 と して は氏 族 は この部 族 長 か ら放牧 地 の配 分 を うけ,

部族 民 は土地 の配 分 を受 け る代 わ りに部族 社 会 の維 持 の ため の一定 の反対

給 付 が要求 され る。

② 氏族 は父 系 の血 縁 集 団 を基礎 と した二次 的 な 占取 団 体 とな り,遊 牧 や 移

動 に行動 を と もにす るの は0般 に この氏 族 か また そ の下 位 集 団 で あ る親 族

が単 位 とな り,氏 族 の長 は集 団 の代 表 者 か つ統 率者 の位 置 に あ り,放 牧 地



96商 経 論 叢 第30巻 第4号
0289)

の割 当てな どの役割を もっている。

(3)家 畜 の放牧 は親族で共同でお こなわれ る場 合 と集団を構成す る家族(テ

ント)を 単位 に個別 にお こなわれ る場合 とがある
。 親族 は放牧地 に対 して

権利を もつが,こ の権利 は土地 の占取権 とい うよ りも利用権 とい った方 が

適切 であ る。

(4>家 畜 は生産物であ るが また生活物資を生産す る手段で もあ り
,親 族 で共

有 され ることも家族 に帰属 す ること もあ る。

以 上の概念型 か らわか るよ うに,遊 牧民社 会では土地 に対す る権利主体 は重

層 的である。土地 に対す る所有の主体 は部族共同体 にあるが
,部 族 長が これ に

強 い権限を もちy氏 族 は遊牧地 に対す る被配分の主体をな していた
。 しか し,

生産手段 と しての性格 を ももっ家畜 は親族 や家族に帰属 したのである
。

遊牧 と農耕 とで は生業 の形態 では異 なるが,部 族的関係 を残 した村 の 〈共同

体所 有のム シャー〉 は権利関係で遊牧社会 と強 い近接性 を もった
。 これ は次 の

点 においてであ る。

(1)土 地 は部族 に帰属 し,氏 族 は二次的 な占有主体であ って ここに被配分権

を もっ。

② 部族長 の権 限は村 に も及 び,こ の権限 によって村 に対 して請求権 を主張

で きた。

③ 親族 の成員の土地被配分権 は必 ず しも均等 ではな い
。

この(3)に関 して は,遊 牧社会 における家畜所有 の関係 と類似 してい る
。家畜 は

親族 や家族 を単位 に放牧 され所有 され るが,家 畜 は生産 手段 と しての性格 を も

もち,家 族が所有の単位をなす場合には家畜の所有数 は家族 の能力 に対応 して

いた。定住村 において も家族が その規模 と能力 に応 じて土地 の被配分を受 け る

例 を先 に示 したが,実 質的平等 は必ず しも原則 とはな っていなか った
。東 ア ラ

ブの 〈共同体所有 のム シャー〉 に,男 子成員 すべてに土地 の被配分権が あるズ

クルの形態 とは別 に役畜 である雄牛 の所 有数で計 られる労働能力 に応 じて土地

が配分 された形態 がみ られたが,こ れに相応 す るもの とい って よい。

それで は 〈持分所有の ムシャー〉はど うか。〈共同体所有 のム シャー〉か らの
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移行 形 態 か,ま た地縁 的 関 係 の村 落共 同体 にお1ナる農 業制 度 と理 解 す べ きな の

か.イ ラ ンにお い て は,後 に述 べ るよ うに16世 紀 にす で に麟 され た耕 地 共有

制 に よ る村 献 同 体 の制 度 で あ ったの だ カま,東 ア ラブで は・Kufral-Ma村 の

例 か ら も知 れ るよ うに,部 族 的 な血 縁 関係 の強 い 〈共 同体 所 有 の ム シ ャー〉 か

らの移 行 の過 程 とす る見 解 が一 般 的 で あ る。 グ ラ ノ ッ ト,ア ン トン,ウ ォ リ

ナ ー な どの研 究者 はいず れ も く共 同体 所 有 の ム シ ャー〉 か ら分割 地 的 土地 所 有

へ の過 渡 的形 態 で あ る こ とを示 唆 して い る[Granott,1952,p.213,Antoun,1972,

pp.23-24,Warriner,1957,p.58]。 す な わ ち,所 有 の主 体 が 商 品経済 化 と土 地 の権

利 を設 定 す る土 地 政策 に よ って共 同 体 力・濃 民 に移 行 す る過 灘 形 態 と理解 さ

れ て い る。 また,所 有 権 が村 の外部 者 や村 内部 の有 力者 の名 義 で登 記 され た時

に は持 分 は小 作 権 の形 態 を と った。 いず れ の場 合 も割 替 え慣 行 は持 分 の質 の平

等 性 を維 持 す る目的 を も った もの で あ った。 開放 耕地 制 が維 持 され た ことで土

地 利 用 膿 民全 体 の強 い規 制 が存 在 して い た・ も っと も洗 にみ た よ う1こ開放

耕 地 制 その もの は割 替 えを必 ず し も必 要 とは しな いの で あ り凍 ア ラブで は血

縁原 理 が な お強 く働 い た こ とか ら割替 え が慣 行 と して 存続 し,権 利 の登 記 にあ

た って個別 の地 片 に権利 を設 定 して分 害酉膿 民 を形成 す る こ とに は多 くの困 難

が存 在 した ので あ る。

(六)土 地政策 とム シャー

農業制度 としてのムシ ャーはオスマ ン トル コや委任統治政府 の統 治 にとって

どの ように位置づ け られていたのか。19世 紀の東 ア ラブは帝国 の周辺部 に位 置

す る属領 であ り,部 族 長や封建的支配層が地方勢力化 して いたため中央 の支配

は都市 の周辺 を除 いて間接的な ものであ った。帝国政府 は,19世 紀 に入 って西

欧 の政治 的 ・軍事的圧力 と 「開国」 に ともな う経済 システムの崩壊 に直面 し,

支配体制の再編が当面 の主要 な課題 とな った。 タ ンジマー トの改革 は,中 心 か

ら東 アラブに も及 ぼされ,官 僚組織 による徴税 と軍事制度な どの近代化 を通 し

て支配 の強化 が試み られ ることにな り,改 革 にとって ムシャーは前近代的制度

として改革 の対象 となった。
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オスマ ン トル コでは・都 市や住居地域 などを除 く農業地
,放 牧地,未 利用地

は法制 的にはそのほとん どがmiri(国 有地)と され
,農 民 は用益権 を もっ国家 の

借地人 とされていた。国家 と農民 の関係 は,中 央 の官僚機構 を通 して直接 的な

支配 ・被支配の関係 にあ り,農 民 は徴税 の主 たる対象 をな していた
。 しか しな

が ら,こ れ は理想型であ って18世 紀か ら19世 紀 には官僚統治 は十分 に機能 せ

ず,東 ア ラブでみ ると国家 と農民 との間 には部族長や封建勢 力が介在 して地方

の実質 的な支配層 をな し,徴 税制度 も徴税能力を もつ地方 の中間的支配層 を媒

介 と した徴税請負制が一般化 していた。

中央集権 の復活 と近代 化の試 みは,し たが って中間支 配層 を除去 して国家 と

生産者で あ膿 民 との間 に直接 的な関係 を復活 させて税 の増収 を計 りかっ徴兵

を スムーズに行な うことを意図 す るものであ り
,こ の政策の主要 な柱 とな った

のが …年 の土地法 であ った。「オスマ ン トルコ帝国において,封 建制 の名残

りが なお生 き続 けていた。国家 は脆 弱 でその土 地 に対 す る権 利 は地方権 力 に

よ って挑戦を受 けていた。それ ゆえに,オ スマ ン トルコの法律 はmiri地 の保有

者に厳 しい制限 を加 え,保 有者のあ らゆる権利 を正確かつ詳細 に記録 す ること

によ って国家 の権利 を強化 す ることを 目的 と した」[G .Baer,1969,pp.67一一69]と

いわれ るよ うに,こ の法律が 目指 したのは地方権力の権限が強 ま
っていたmiri

地 に対す る国家の権限 を回復 して・村の耕膿 民を直接的 に把握す るために農

民を個別 の地片 と結 びっ けてその用益権(raqaba)を 登記す ることにあ った。

しか し,miryは16,17世 紀 にオスマ ン法 の伝統 に もとつ く概念であ り
,近 代

的 な国有地の それ とは相違 している。果樹 などの半永久 的な作物の栽培が禁止

されている ものの農業 に利用 されてい る限 り農民 は権利 を失 うことはな く
,相

続 譲渡 が認 め られた私的な所有地 と大 して差がなか ったのである
。 また,こ

こに借地権 の設定 をす ることも実質的 には可能 であ った[Warriner ,1966,p.73]。

っま り,土 地法 の もつ理念 は,miri地 に対 して これを利用す る農民 に実質的 に

は所有権 に近 い権利 を認 めて これを登記 し,介 在 す る地 方勢力 を排 して管理 と

支配 を近代化かっ中央集権化す ることを目指 す ものであ ったといってよい。
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この法 律 の施 行 に は多 くの困難 を と もな った。 その一 っ は地 方 に既 得 権 を も

ち ま た部 族 組織 に よ って村 社 会 と も結 び っ いて い た支配 層 の存在 で あ り,ま た

0っ に は村 に お け る共 同 体 的関 係 で あ るム シ ャーで あ った。 中央政 府 の理念 は

したが って文字 通 りに実 行 は困難 で あ り,登 記 は部族 長 や封建 勢 力 の土地 へ の

権 限 を保 証 す る形 で実施 され る ことが と くに辺 境 で はみ られ,ま た都 市 の 周辺

で は都市 の有 力者 が土 地 を取 得 す るケ ー スが 多 か った。 シ リアで は19世 紀 末

に多 くの村 を所 有 す る数 十 の家族 が出現 して いた し[lssawi,1988,p.24],イ ラ ク

で も部 族長 や地方 の有 力者 の名 で登 記 され る こ とが多 くi都 市 の商 人 も土地 の

権利 を安 い価 格 で手 に入 れ た とい われ て い る[Fernea,1970,pp.12-lfi,Gerber,

1987,p.75]。20世 紀 半 ば にお け るイ ラ クの 土地 所 有分 布 をみ る と,わ ず か3

パ ー セ ン トの所 有者 が全 農地 の70パ ーセ ン トを 占あ,61パ ーセ ン トの農 民 が

劣 等地 に2.5パ ーセ ン トの農地 しか 所有 して いな か ったが[Hummadi,1984,pp.

198_200],こ れ は,農 民 の権 利 登記 が有効 に行 なわ れ なか った こ とを示 して い

る。 登 記 が大 土 地 所有 制 を発展 させ る契機 と もな った ので あ る。

一 方 ,農 民 によ る登記 に はム シ ャーが弊 害 と して立 ち はだか った。 毎年 ま た

一 年 お きに くじ引 きで利 用地 が決 ま る割替 え慣 行 が存 在 したた あ に,耕 作者 を

個別 の地 片 に固 定 して登 記 す る こ とが難 しか った。 土地 法 で は,国 家 が個 々 の

農 民 を直接 的 に把 握 す る上 で障害 に な る ム シ ャーの形 態 を認 めて い な い。 第8

条 は 「土地 の権利 は,住 人 の全 体 また選 ばれ た一 人 な い し二 人 に対 して 認 可

す る ことはで きな い。個 別 の地 片 は個 々 の住 人 に認 可 され,権 利 は この保 有 権

を示 す個 人 に与 え られ る」と して い る[Warriner,1966,p.73]。 村 の土 地 を有 力者

の名 義 で 登記 す る こと も村 の農 民 の共 同 で登 記 す る こ と も認 あ て いな い。 共 同

体 所有 や持分 によ る共有 の関係 を解 消 し割 替 え慣 行 を廃 止 して農 民 を個 々の地

片 の権利 保 有者 とす る こ と,換 言 す る と分 割 地 農民 を創 出 す る ことが追 及 され

た ので あ る。Bergheimは19世 紀 末 に土 地 法 施 行 と関 連 して次 の よ うに説 明

して い る。「パ レスチ ナで最 近 の数 年 の内 に導 入 され,精 力 的 に強制 され て い る

オ スマ ン トル コの土 地 法 は,住 民 の意 志 や希 望 に反 して,古 くか らの法 律 や慣

習(ム シャー)を す べ て変 え っつ あ る。土地 は帝 国 弁務 官 に よ って個 々の地 片 に
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分 割 されて 村民 に与 え られて い る。 彼 らは個 人 で所 有権 を得 て権 利 証 書 を受 け

取 り,気 に い った人 に は村 の メ ンバ ーで あ ろ う とよそ者 であ ろ う とに 自分 の土

地 を 自由 に売 る ことが で き るよ うにな った。 … …政 府 の 目的 はム シ ャーの古 い

慣 行 を崩 す こ とに あ り,村 の コ ミュニ テ ィー の多 くの抵 抗 が あ ろ うと
,政 府 が

これ を遂 行 す る こと に なれ ば上 記 の古 い慣 行 は消 え て忘 れ 去 られ るだ ろ う」

CBergheim,1894,p.195]o

しか し,権 利 の登 記 は税 負担 の増 大 や徴 兵 の手段 とな るので はな いか との危

惧 か ら農 民 の抵 抗 に会 い成 功 した とは いい難 い。 シ リア やパ レス チ ナで は村 の

全 耕 地 が村 の一人 な い し数 人 の有 力者 の名 で登 記 され る ことが多 か った といわ

れ て お り,例 え ば,シ リア の東 部 地 方 で は多 くの ム シ ャー村 の土 地 は一般 にそ

の住 人 の代 わ りに4,5人 の名士 の名 前 で登 記 され た[Himadeh
,1936,p.57]。 し

た が って,土 地 の権 利 登記 が東 ア ラブに お け る大 土 地所 有 制 を生 み 出 す主 要 因

とは な ったが,ム シ ャーを廃止 す る契機 と はな らなか った ので あ る
。

オ スマ ン トル コの土 地 政 策 は基本 点 で委 任 統 治政 府 に よ って 引 き継 が れ た
。

政 府 に と って支配 の安 定 を はか る ことが土地 政 策 の課 題 で あ り,こ の た め,そ

れ まで境 界 が あ い ま いで しば しば村 の土地 にま で権 利 を 主張 し社 会 不 安 の原 因

とな って いた遊 牧民 部 族 の境 界 の確 定 が試 み られ,村 の農民 に対 して は土 地 権

利 の設定 が な され た[Fatah,1983,p.14]。 パ レスチ ナ と ヨル ダ ンで は,1928年 に

準 備作 業 が は じま り土地 設 定 法 によ って土地 の測 量 が済 み しだ い土地 の所 有権

が確 定 され,作 業 は45年 まで続 け られ た。

農 民 の権 利 登記 に際 して遭 遇 した困 難 は こ こで もム シ ャーで あ った。 オ スマ

ン トル コ政府 が慣 習 法 に逆 らって失 敗 した とい う先 例 が あ り
,持 分 に よ る登記

を認 め るべ きか・ 耕地 を分 割 して分 割地 を な しこれ を登 記 す べ きか が問 題 とな

り,委 任統 治 政府 は地 方 に よ って違 った形 で 対応 した。 パ レスチ ナで は,分 割

地 を登 記 し共 有形 態 で の登 記 は原 則 的 に認 め な か った。 ヨル ダ ンで は,共 有 地

と分 割 地 の双 方 にお いて登 記 を行 な ったが,耕 地 共 有制 を廃 止 し分 割 地 所 有 に

移 す 努 力 も払 わ れ た。 ま た シ リアで は,ム シ ャ ー の ま まで 登 記 す る こ とが 多

か った とい われ て い る[Warriner,1966 ,p.77]。 も っと も,す で に大 土地 所 有 が 成
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立 して い た ところで はそ の権利 が保証 された の で あ る。

この よ うに,オ ス マ ン トル コと委 任統 治 政 府 の土 地政 策 は,一 っ に は部 族長

や地 方 の有 力層 に よ る土地 へ の権 利 が 保証 され,農 産物 市 場 の形 成 に よ って商

業 的農 業 に積極 的対 応 を示 した土地 支 配 層 の地主 化 が促 され,ま た一 つ に はム

シ ャーか ら分 割地 所 有 へ の移 行 を促 し,東 ア ラ ブにお け る土 地 制度 上 の大 きな

変 化 を導 く役 割 を果 た した ので あ る。 この過 程 で,村 落 にお け るム シ ャーの形

態 は徐 々 に減 少 し,パ レス チナ で は,オ スマ ン トル コの末期 に村 の ほぼ70パ ー

セ ン トが,イ ギ リス の統 治 の初 期 に は56%が ム シ ャーで あ った の に対 して,

1950年 頃 に は ほ とん どの ム シ ャーが消 滅 して い た[Granott,1952,p.237]。 た だf

東 ア ラ ブー 帯 で 消 滅 した訳 で は な く,シ リア で は1930年 代 に乾 燥 ・半 乾 燥 地

に な お広 くみ られ(Himadeh,1936,p.59),先 にみ た よ うに ユ ー フ ラテ ス川流 域

で は1960年 頃 まで分 布 して いた。

地 主 制 との関 連 で み る と,農 民 は既 存 の土地 の権利 を失 い小 作 料 を地 主 に支

払 う小 作農 に転 化 した。 部 族地 で は部族 長 に所有 権 が保 証 され,部 族社 会 の共

同体 的関 係 に地 主 ・小 作 関 係 が入 り込 む こ とに な った。 共 同体所 有 地 にお け る

農 民 の利 用 権 は借 地 権 に変 わ り貢 納 は小作 料 に変化 した。 しか し,こ の こ とが

村 の共 同体 的 な農 業 制 度 を即 座 に崩 したわ けで は ない。 伝統 的 な耕 地 制度 と定

期 的 割替 え慣 行 は維 持 され,〈 地 主 制下 の ム シ ャー〉が過 渡 的形 態 と して登場 し

た。 シ リアや イ ラクの北 部 で は,土 地 登記 や金 融 的 手段 に よ って土地 が集 積 さ

れ大 土 地所 有 が広範 に被 ったが,割 替 え慣 行 は廃 止 され な い こ とが 多 か った と

いわ れ て い る。 農 耕 と牧 畜 の複 合 した農業 に適合 した開放 耕 地制 と耕作 規 制 は

農業 技 術 の革 新 が なか った た め に地 主 制 の下 で も存 続 し,こ の たあ共 同体 的 な

社会 関係 は維 持 され た。地 主 の性 格 面 で いえば,農 業 生産 に資本 を投 入 す る こ

とな く小 作 料 や利 子 の取得 以 外 に農 業 に関心 を示 さな か った こ と も挙 げ る こ と

が で きる[Warriner,1957,p.58]。 つ ま り,地 主 の寄生 的 性格 が共 同体 的関係 を村

に残 す作 用 を な した。 この地 主 が経 営 者 と して農 業 に積 極 的 に 関 わ り始 あ るの

は,農 業労 働 の編成 替 え を可 能 とす る トラ ク ター の普 及 と綿花 を 中心 に農 産物

の国 際価 格 が急 騰 す る50年 代 に入 って か らで あ る。 この 頃 か ら地 主 や商 人 に
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よ って農業への投資が盛 んに行 なわれ,旧 来 の地主 ・小作関係 は栓楷 と化 し,

企業的 な農場 へ と構造変化 を遂 げ ることにな る。 この プロセスはイ ランにおい

て も同様であ る,た だ,イ ランでは農民 的技術を必要 とす る労働集約 的農業が

営 まれ る北部 の湿潤地帯 と生産力が低 く不安 定な麦作の限界地 を除 くと,早 期

に地主経営 の展開がみ られた。商業的農業 の展 開を契機 に20世 紀前半期 には,

地主 は農業へ資金 を投入 して伝統的な技術体 系の下で経営者的行動 を とったの

である。 この過程 で村 は徐 々に地主経営 の労働組織 の場 に変わ っていた。注意

すべ きは この地主経営 において も割替 えが慣行 とされていた点 であ る。 ただ,

共同体 の平等 の維持 とい う機能 は失 われ,イ ランで は割替え は小作農が永小作

権 を失 うに したが って頻繁化 した と言われてお り,農 業制度 と しての割替 えそ

の ものが共 同体的 な制度 か ら地主 が小作農 の権利 の弱体化 を はか る手段 に変

わ っていた。 したが って,共 同体的性格 を残 した寄生地主 の村 と地主経営 の労

働組織 の場 に変質 した20世 紀半 ばのイ ラ ンの地主制 の村 とで は,形 態 で は似

て はいる ものの農業制度 はおよそ別の もので あった。

二 、 イ ラ ンに お け る地 主 制 の展 開 とム シ ャー

(一)マ ルヴダ シ ト地方 の農業制度 とム シャー

筆者 は,1972年 か ら74年 にか けてイ ラン南部の マル ヴダシ ト地方で村落社

会 と農業制度 に関す る調査 を実施 した。 当時 のイ ランは産油国 と して石油収入

を経済開発 にっ ぎ込 み,農 地改革後間 もない村社会 は開発の波 に巻 き込 まれて

激 しい変容の過程 にあ った。政府 は生産 力 と社会制度 の側面で既存 の村落 を経

済発展 の栓楷 と して認識 し,資 本 主義的な経済発展 に相応 した農業社会 の編成

を 目的 とした政策を矢継 ぎ早 に打 ち出 していた。究極的 には村落 の解体 が政策

的に追及 され,70年 代後半 にな るとかな りの村 がいわば囲 い込 みによって大農

場 に編成 された。調査 はまさに この過渡期 に実施 されたのだが,こ こでみたの

は開放耕地制 の耕地規制 の下 で均一 な耕地 を耕作 し農民 間で利用す る地条 を毎

年 くじ引 きで決あ る割替えを慣行 としていた農民 の姿であ った。住 み込み によ

る詳細 な調査 を実施 したの はわずか に二っ の村 に過 ぎないが,同 時 に実施 した
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150余 りか らな るこの地方 の村 の中か らラ ンダムに抽 出 した11の 村 の観察調

査で もその全 てがほぼ同様の農業制度 をもっ ことが確認 された。先 に挙 げたム

シャーの類型でいえば,こ の地方の村 は 〈持分所有 の ムシャー〉 に相 当す るも

のであ った。

農地改革 によ って農民 は小作農か ら土地所有者 とな った。 しか し・分割地所

有農 にな ったのではな く,村 の耕地 は旧小作農の共有 とな り,村 の耕地 に対 す

る持分 の所有者 とな った。調査村 の一 つで あ るポ レノウ村 で は36人 の耕作権

を もっ農民 はそれぞれ村 の土地 に36分 の1に 相 当す る持分 を もったが,こ れ

は割替 え慣行 によ って個人の利用地が不明確で農地改革 に際 して土地が分割 さ

れず農民総体 に譲渡 されたためである。

ムシャー村 は割替え慣行 とともに農耕方式 と耕地制度 に共通 した特徴 を もっ

こ とを先 に述 べ たが,マ ル ヴ ダシ ト地方 にお いて も同様 の特徴 が確認 で きる

[詳細は,後藤,1979年 を参照]。村 の土地 はその利用 の形態 か ら次の五っ に大別す

ることがで きる。

a.主 穀であ る小麦 と大麦,夏 作 の砂糖 ダイコンや綿花が栽培 され る一般耕

地

b.集 落 に隣接 し野菜や牧草(ア ルファルファ)が 栽培 され る園地

c.脱 穀場

d.未 耕作地

e.居 住地区

この うち,定 期的に割替えが行 なわれたのは面積で九割以上を 占め る一般耕

地であ る。 ここで は耕地 は四な い し八の耕区 に分 かれ,土 地利用 は耕区を単位

にして麦の単作地 で二年一作,麦 と夏作の輪作地 で は一般 に麦一夏作 一休耕 の

三年二作である。作物 は耕 区を単位 に決 め られ るたあ に作付 け循環が耕区循環

の形 を とった。各耕 区は持分 を もっ農民 の持分 の数 また二人 の農民が共 同で

作業 す る村で はその半分 に相当す る短冊状 の地条 に区分 され,農 民 は各耕 区に

分散 した地条 に利用権を もった。 っま り,一 っ の耕 区でみると,全 体 の耕作規

制 によ って ここに地条を もつ農民 は同 じ作物 を栽培 し,休 耕地 とす る場合 も耕
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区 ごとの休閑地 となる。 したが って,割 替 え は耕区 ごとにお こなわれ,作 物 の

作付 けに先立 って耕 区は簡単 な測量方法で持分数(ま たはその半分の数)に 相当

す る地条 に区切 られ,次 いで農民全員 の くじ引 きによ って利用す る地条 が割 り

当て られる。全体 の規制 によ って農作業 の暦 も農民全体の合意 によって決 め ら

れ る。 また,小 麦の収穫 が終 った耕 区は家畜放牧 の共同利用地 と して開放 され

る。 この農耕方式 と耕地制度 は東 アラブの場合 と基本 的に同 じであるといって

よい。

これに対 して,園 地 は集落 に隣接 して い ることが多 く,面 積 は5な い し10

アール と小 さい。個人 の利用区画 は持分 に応 じて一般 に均等 に区分 され,耕 地

片 は個 々の農民 に固定 され割替え は行 なわれない。栽培 す る作物 も規制 はな く

農民が 自由 に選択す ることがで きる。 ただ,果 樹 などの樹木の植栽 は認 め られ

ていない。

脱穀場 は通 常居住区 に隣接 し農民が 自由に利用で きる共同利用地 とされた。

耕地 の周辺 にあ る未利用地 も同様 に放牧場 として共同利用 された。各農民 が放

牧 す る家畜の数 に規制 はない。

このよ うにマル ヴダシ ト地方の 〈持分所有 のム シャー〉 は,共 同体的な土地

利用 と結 びつ いて成立 す る所有の形態で あ り,持 分権 は土地 利用 に様々な規制

を受 けるために排他 的な私的権利 とは区別 される。

農 民の持分 は土地 に限定 されない。乾燥地 にお いて土地 とともに灌概用水 が

重要 な生産手段 をな しこれを利用す る権利 も持分権 の一部 を構成 した。河川 か

ら分水 され る農業用水 でみ ると,水 利権 は村 に帰属す るが,村 に配分 され る用

水 に対 して農民 は持分 に応 じた量 の水 に権利 を もった。 ポ ンプ井戸 を利用す る

村 では,施 設 は共有財産 とな ってい る。 したが って,こ の維持 と利用 は持分 に

応 じた農民 の義務 と権利 となっていた。 湧水 を利用す る場合 も同様であ る。灌

概 の方式 は,灌 概用水 の絶対量 が少 ないために時間で輪番す る番水 の方式が と

られ,個 々の地条 に引水す る時間 は持分比で厳密 に計 られた。

この持分権 の性格を さ らに仔細 にみ ると,次 のよ うな特徴 を認 め ることがで

きる。
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(1)持 分 は,村 の土地 と農業用水 に対す る個人 に帰属す る権利 であ り,相 続

や譲渡可能 な権利 と して ある。 しか し,全 体 の強 い規制 がかか り園地や水

利権だけを切 り離 して譲渡す ることはで きない し,一 般 に は持分 の譲渡そ

の ものが村 の農民 の合意 を必要 と し,外 部者への譲渡 は実質的 に不可能で

あ る。

② 農民 の持分 はその質 にお いて等 しいか ら,利 用地の配分 には平等 をはか

る工夫 がみ られ る。割替 え慣行 もその手段で あったが,耕 区への区分 も農

民が優等地 と劣等地 といった土地条件 に不平等が生 じないための工夫 の一一

っ とい うことがで きる。

③ 持分 の単位 は くガー ウ〉 と呼 ばれた。 これ はもともと雄牛を意味す る語

で あ り,ト ラクターの導入以前 には雄牛 を もつ ことが農民 の条件 をな して

いた。摯耕 や杷耕 に雄 牛が利用 されたが,農 民 はそれ ぞれ一頭 の雄牛 を も

ち,こ の能力で耕作可能な面積が耕地 の最小単位をな して いた。 そ して,

多 くの村で農民 は等 しく1ガ ー ウを もった。相続 に際 してガーウを さらに

分割す ることや複数 の相続人によ って共有す ることは認 め られなか ったか

ら相続制度 は一子相続 であ り,こ の点で は東 ア ラブとは違 っている。

(4)村 の運営 と管理 は農民全体で行なわれ た。行政的に は村会があ り代表者

と して村長 が選 ばれ る。農作業 の スケ ジュール の決 定 は農民 の総意 によ

り,割 替 えや番水 の ローテー シ ョンの決定 には くじ引 きの方法 が と られ

た。村長職 には持分を もっ農民 が選挙,被 選挙権 を もち,村 によ っては こ

れ も くじ引 きで選 ばれ た。 したが って,こ こでみ られ るムシ ャーには東 ア

ラブにおけるよ うな血縁共 同体 の原理 は希薄 である。親族 のっなが りが婚

姻や 日常 の社会関係 に重視 されてはいるが,村 の共同体的社会を維持 して

い る原理 は基本 的には地縁的な ものであ るといってよい。

東 アラブの ムシャーを検討 した際 に,こ の農業制度 が存在 した理 由を部族社

会 の遺制で ある強 い血縁関係 と乾燥 ・半乾燥地 における農業条件 に求 めた。 そ

して,登 記 による土地の権利設定 と商品経済化が ムシャーを崩す契機 とな った

ことを述 べた。 しか し,マ ル ヴダシ ト地方 の村で は,自 然条件 に共通項 はあ る
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ものの村社会 にお ける血縁原理 は希薄で あり,し か も村 は都市 を中心 と した市

場経済 に完全 に包摂 され農民 は自給 部分 を除 く農産物 を商品化 していた。村 の

周辺 には農業労働者 を雇用 して大規模経営 を行 なう農場が あ り,農 業地帯 を傭

瞼す ると伝統 的な農業制度 を もっ村 と企業的農場が モザ イクのよ うに して併存

して いたのであ る。 このよ うにムシ ャーの村 をめ ぐる経済的社会的環境 は,20

世紀 半ば までの東 アラブ とは異 な り,し たが って1970年 代 にム シャーが存在

していた理 由に別の要因 を考慮 しなければな らないのであ る。

結論 を先取 りす ると,70年 代 に イ ラ ンの乾 燥 ・半乾 燥 地帯 でみ られ た ム

シ ャー村 は,共 同体的 な村社会 の特 徴を もちなが ら,実 は近代以前の村落共同

体 をそのまま現代 に引 きず って きた もので はなか った。農地改革以前 には地主

制下 の村で あ り,農 産物 の商品化 に よって利益 を求 めた地 主経営 において労働

力を提供 して きた村であ った。歴 史をた どると,19世 紀後半以降 イラ ンで は封

建制 が崩れ,旧 領主の地主化 と都市上層 によ る土地集積 による新興地主層 が登

場 した。 この社会構成 の変容 は内外 におけ る農 産物の商品 市場 の拡大を契機 と

した商業 的農業の展開 による もので あ り,こ の過程 で農民 は弱 い小作権 を もっ

に過 ぎない地主経営 の雇農 に牲格 を変 え,村 は地 主による労働組織 の場 に徐 々

に編成 されて いた。 しか し,一 方で技術的発展 がほ とん どなか ったために伝統

農法 は克服 されず地主経営 も伝統農法 によって営 まれ,村 落共同体 の農耕方式

や耕地制度 がそのまま地 主経営 に引 き継がれた。っ ま り,当 時の技術体系で は

農場制 は余剰 を生み出す有効な制度で はな く,村 を単位 に雄牛 と結 びっ いた農

民 の耕作能力 に依存 して農耕 と牧 畜 の複合経 営 を行 な う方が む しろ適 合的 で

あった。 このため割替 え制 もまた維 持 されたのであ る。 そ して近代化政策 の一一

環 と して農地改革 が実施 され ると,土 地 の所有権 は農民 に移 り地主経営 が消滅

す ることにな ったが,そ こにかっての耕地制度 と農耕方式 をそのまま引 き継 い

だ村落共同体 と形式的 には全 く同 じ村 が登場 す ることにな った。70年 代 にイラ

ンにみ られた ムシャー村 はこうした歴史過程 を経て存在 した ものであ った。 こ

のため,市 場経済 に包 まれ た今 日的環境 のなかで早期 に崩れ る運命 を もった も

ので もあ った。
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(二)村 落 共 同体

19世 紀後 半 に地 主制 が発 展 を始 め る まで,イ ラ ンの農 業 社会 は周辺 部 の部族

地 を除 くと基本 的 に村落 共 同体 で あ った とい って よい。 地 方 の官 僚 や領 主化 し

た地方 勢 力 は村 落共 同 体 を被 う形 で支 配権 を行 使 し部 族勢 力 もま た この上 に支

配 力 を及 ぼ して は いた が,村 落 に は一 定 の 自治 が維 持 されて いた といわ れ て い

る。サ フ ァ ビー朝 ペ ル シア(16,7世 紀)の 時代 の村 を,ケ ンブ リ ッジ大 学 の 『ペ

ル シア史』は次 の よ うに描 いて い る。「す べ て の農民 は村 落共 同体 の構 成 員 と し

て 同等 の権 利 を もち,村 落 の土 地 の一 部 と自分 の家,ま た共 同放 牧場 と灌 概 用

水 に利 用 権 を もって いた。土地 の地 片 は通 常 〈ジ ョフ ト(一 対の雄牛)〉 を 単位 に

数 え られ た。 ジ ョフ トはま た一 対 の雄 牛 で耕 す ことがで き る規模 の土 地 を も意

味 し,す べ て の農 民 は一 ジ ョフ トに権 利 を もつ こ とが確 立 され た原理 に な って

いた。村 の ジ ョフ トは どれ もで き るか ぎ り同 じ価 値 の収 穫 が得 られ る よ うに設

定 され,地 方 に よ って は農 民 の 間 で 等 しい取 り分 を得 られ る よ うに数 年 に一

回,割 替 が お こなわ れ た」[Jackson,1986,p.492]。 ま た,村 落 社会 の組織 を み る

とキ ャ ドホ ダー(村 長)は 農 民 の合 意 に よ って選 ば れ,村 長 を 中心 に村 落 秩 序 が

維 持 され た。また村 長 を補 佐 す る村 役 と して リー シュセ フ ィー ド(長 老)が おか

れ,さ らに村 の モ ス クの聖 職者,畑 ・作物 ・家 畜 ・村 の土 地 全体 を監 視 す る ダ

シ トバ ー ン(畑 番),灌 概 に調 整 役 を果 たす ミル ア ー ブ(水 番)が 村 社 会 の慣 行 を

維 持 す る機 能 を果 たす もの と して存在 した。また,ア ブ ラハ ミア ンは19世 紀 の

村 落 を次 の よ う に記述 して い る。「クル ド,ル ー ル,バ ルチ ス タ ンの村 の 中 に は

遊 牧民 か ら定住 して形成 され遊牧 の生 活様 式 を放 棄 したが部 族 的 な組 織形 態 を

留 め る もの が あ った。 しか しそれ以 外 は,キ ャ ドホ ダーを 長 に 自治 的 な組織 形

態 を もっ 農民 社 会 で あ った。村 の キ ャ ドホ ダー は村 の コ ミュニ テ ィー によ って

選 ば れ,遊 牧 民 の キ ャ ドホ ダー と類 似 の機能 を もって い る。 大 きな村 で は,彼 は

しば しば リー シェセ フ ィー ドや村 役 人 キ ャ ドホ ダー の決 定 を指 示 す るペ イ

カー ル,ム ッラー(聖 職者),村 の畑 ・作物 ・家 畜 に責 任 を もっ ダ シ トバ ー ン,ガ ナ

ー トの地 下水 路 を維 持 す る ミル ア ー ブ に よ って補佐 され た」[Abrahamian,

1982,p.20〕 。 いず れ も,農 業 方式 と社会 組 織 の面 で は1970年 代 の マル ヴ ダ シ ト
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地方の村 とあまり変わ るところがない。

この村落共同体 は自治的であ り,村 落を支配す る官僚 や領主層 は村落を搾取

は したが村落共同体 の秩序 と抵触す ることはなか った ともいわれ ている。19世

紀 の農村 につ いての旅行者 の次の記述 もこの ことを傍証 している。「もし(村 の

住民の 筆者)大 多数が村長 を罷免す ることを決定 す ると,支 配者 さえ もこれ

を妨 げる ことはで きない。 ことは村人の間で調整 され,会 合 を開いて話 し合 わ

れ る。多数 が賛成 すれば,権 力 は彼 らの希望 に対 して抵抗 で きない。 もし抵抗

すれ ば人 々はかれ らの権利 を主張 して税 を払わないだろ う」[Burgess ,1942,p.

65〕。 この記述 は19世 紀 には役人 によ る諜 求 が激 しく村民 の逃 散が しば しば

あ った とい う事実 と矛盾す るが,支 配 と搾取 が村の 自治 その ものを否定す るも

ので はなか った ことを示 してい る。

(三)地 主経営 にお けるム シャー

村落共同体 の解体 が始 ま るのが地 主制の展開期で あった。地主 は国際的な分

業化 にイ ランが農業 国 と して編成 され は じめ る19世 紀半 ば以降,農 業余剰 を

商品化す ることに利害 を強めた都 市の官僚 や商人層が土地集積 を進 め る過程で

登場 し,中 央集権化 と交通網 の発達 にと もな う国 内市場 の拡 大が進 む20世 紀

前半 期に発展 す る。1906年 の立 憲革命後 は土地 の登記 が進んで近代的土地所有

権 が国家 によって保証 され た。 この地主制 の性格 には地方性 がみ られ た。生産

性 の低 い ドライ ファー ミング地帯 とカス ピ海沿 いの湿潤 な米作地帯で は一般 に

寄生的性格が強 く,地 主 は農業生産 にほとん ど資本 を投入 す ることがな く,小

作料 と金融 による利子取得 に関心 を示 したに過 ぎなか った。 このため,村 は共

同体 的な社会組織 を比較的維持 して きた とい ってよい。 これ に対 して,マ ル ヴ

ダシ ト地方 のよ うな乾燥 ・半乾燥地 の平坦部 に広が る灌概農業地帯で はf地 主

は農業生 産 に資本 の一 部 を提供 して経営 に積極 的 な対応 を示す とい う特徴 を

もった。 また農業 に投資を しない場合 には借地経営者が地主 と村 の農民 の間 に

介在 した。つ まりT村 は地主 や借地経営者 の経営組織 の場 としての性格 を帯 び,

地主制 の展開によ って村社会の共 同体的 な関係 は地 主や借地経営者 を頂点 と し
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た垂直的 な関係 に編成替え された。農民 の耕作権 は弱体化 して地主や借地経営

者 の請求権が強 め られ,共 同体 の伝統 は弱 まる ことになった。共 同体的な村組

織 は,地 主経営の労働組織 として編成 され,命 令 と管理 のネ ッ トワー クとして

再編 利用 されて,農 業 の諸 制度 に村落共 同体 を引 き継 ぎなが ら生産 関係で は

ま った く異質の ものに変化 したので ある。

農地改革前夜 の地主経営 にお ける地主 ・小作関係 をみ ると,小 作農 の権利 は

著 しく脆弱 であ った。一般 に小作契約 は口頭 によ り文書化 され ることがな く,

契約期間 は短期 で不安定で あった。 しか し,経 営が村 を単位 としていたために

小作 権 は地主の都合で解消 され ることは一般 には少 な く,子 供 に相続 され,契

約 が解消 され るときには慣行 として何 らかの補償がな された[Lanbton,1964,

Hooglund,1982,大 野,1974を 参照]。地主 の農民 に対 す る請求権を列挙す ると次

のよ うであ る。

(1}分 益 による小作料の徴収。小作料率 は地方で異 な るが,灌 概農業地帯 で

は農民 の取 り分 は小麦で3分 の1前 後であ る。

② 地主直営地へ の労働力 の提供。 直営地 は通常,果 樹園 か らな り専属の雇

農 によ る場合 と分益農民 が従事 する場合 とが ある。

③ 水利施設 の維持,道 路普請な どの土木作業へ の労働力の提供。一年 の う

ちの一一定の 日数無償 ない し有償で労働力の提供 を受 けた。

ラム トンは,労 働力提供 を人身隷属 による賦役 であ り,本 来下賜地保有者 ま

た土地所有者 が国王のために果 たす奉仕 とみな された ものが丁次第 に農民が土

地 所有者 に課 せ られ た奉仕 に変化 した もので あ る,と 述べ てお り[Lambt・n,

1969,p.332],経 済外的強制関係が存在 していた ことが示唆 されている。しか し,

20世 紀半 ばでみると地主 と農民 との関係 は基本的 には経済的であ り,地 主 に対

す る農民の各種 の労働力提供 は農民の脆弱な小作権 によるもの とい った方 が正

確であ る。で は,な ぜ小作権が脆弱で地主が高 い小作料 と労働力の賦課 を要求

で きたのか,そ の経済的社会的 な根拠 はどこにあ ったのか。

第 一点 は,灌 概用水 に対 す る地主 の排他 的権利 と地主 による経営資本 の提供

であ る。乾燥地 ・半乾燥地 で は土地 は灌概 をお こな うことでは じめて地代 を生
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む。灌概用水 はイ ランで は属地 的な もので はな く属 人的な ものであ り
,水 利権

を独 占す ることで地 主は強 い請求権 を もっ ことがで きた。水 のほか に地主 は種

を提供 し,村 によっては役畜 も提供 した。 イ ランには,農 業生産の主要素を土

地,水,種 役畜,労 働 に分 ける五要素 の概念 があ り,い ずれ もが農業生産 に

不 可欠 な要素 をな してい る。地主 は,五 っの要素の うち三な い し四を提供 した

ことによ って強 い請求権 と農業経営への発言権 を確保す る ことがで きた
。

第二点 は,農 村 における人口圧力であ る。20世 紀前 半に農村人 口はほぼ二倍

に増加 し・小作権 を もたない村民 の数が増 えていた。 このため小作権 の取得 を

め ぐる競争 が生 まれ小作権 の脆弱化 を招 いた。 農民 や非農民 の地主への贈物が

慣行化 していたが,こ れ は小作権取得 のたあの賄賂 としての性質を もって いた

のであ る。地 主による強い請求権 は経済外 的強制 とい うよ りは小作権の脆弱化

にと もな うもので あった とい ってよい。村 は地 主経営 の場 と して自治を喪失 さ

せ,農 民 は雇農的性格 を強あ ることにな った。

こうした変化 は村長 の職務 の変化 か らもわか る。村長 は,村 落共同体 におい

て は,共 同体秩序 を維持 し村 の外 との関係 を調整す る村 の代表者 と して職務 を

もっていた。 しか し・地主制下で は地主経営 のための差配,地 主の代理人 に変

貌 した。大野盛雄が その実態調査か らマー レキ(地 主)は デへ(村)か ら離 れて
,

お もに都市 に住 みなが らデへを支配す るため に,デ への中に一っの要 にあた る

機能 を果 たす ものを置 く必要 があ る。 この役割 を果た させ られているのが,デ

への農民 の中か らマー レキによって選 ばれたキ ャ ドホ ダー(村 長)で ある
,と 述

べて いるよ うに[大 野,1971,287-288ペ ージ],村 長 は地主 と村社会の間 に位置 し

て,地 主の村 支配 の要 と して地主経営 にお ける農民労働 の管理者 と しての役割

を担 うよ うにな った。 この役割か ら村長 は しば しば農民 に対 す る強圧者 に化 し

た。

こうした変化 は村長 の選 出の仕方 に も現われてい る。地主制 の成立以前 には

村 長 は農民 の合意 で決 め られ るのが一般 であ ったが,こ れが地主 の指名 に変

わ った。役職 に対す る報酬 と して生産物 の農民 の取 り分 の うち一定 の割合(100

分の1・または50分 の1)が 与 え られ たが,こ れは村役 の取 り分 と して の性 格 か
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ら地主 によ って認 め られ た村 長 の権 利 に変 わ り,こ の他 に 月 極 め ま た 年 報 で

地 主 か ら報 酬 を 与 え られ さ らに 自 らの 直 営 地 を もっ こ と が一 般 に み られ た

[Lambton,1969,pp.339-352]。 村 長 は農民 を管理 し村 社会 を農 業経 営 に合理 的 に

組 み込 む要 と して位 置 づ け られて いた ので あ る。

地 主 は通常 都 市 に住 む不 在地 主 で あ り,差 配 を介 して村 を管理 し経営 を お こ

な った。 差配 に は,村 長 と地 主 に雇 われ た村 外 者 の 出 自を異 にす る二 っ の タイ

プが あ った。 村 長 は必 ず し も差 配 で あ る とは限 らな いが,村 長 の 中 に は地 主 に

村 の農 業 経 営 の監 督 指揮 を まか されて 差配 の役割 を担 う もの が あ る。 いず れ も

地 主 と農民 の間 にい て地主 の指 示 に したが って農 作 業 を監 督 指揮 し農民 の労働

を組 織 す る地 主 経 営 にお け るマ ネー ジ ャー とい う性 格 を もった もの とい って よ

い。 灌 概農 業 で はかつ て ミル ア ー ブ(水 番)が 番 水 の順 番 を決 あて監 視 をお こ

な ったが,地 主 制 の もとで は差 配 が ミル ア ー ブを指 揮 した。 ダ シ トバ ー ン(畑

番)も 同様 で あ る。 彼 は畑 番 で あ る と と もに収 穫 期 に は農 民 によ る横 領 を監視

し分 益 に よ る地主 の取 り分 を集 あて倉 庫 に入 れ て管理 した。

要 す るに,地 主制 下 の農 民 は地 主 の雇 農 に変容 して い たた め,社 会 関係 の点

で は村落 共 同 体 と全 く別 の もので あ った。 岡崎 正孝 氏 はテ ヘ ラ ン近 郊 の ター レ

ブ アーバ ー ド村 の調 査 か ら次 の よ うに結 論 づ けて い る。「農民 は,経 営 者 に よ っ

て土地 ・水 ・農 機 具 ・種 子 ・肥 料 な どの生 産 諸 手段,そ れ に住 宅 を提 供 され,

経 営 者 の指揮 監 督 の もとに働 いて い るが,こ の種 の農民 もカ ス ピ海地 方 な どに

み られ る純 粋 な小 作 人 と区別 され る ことな く分 益小 作 農 と称 され て い る。 しか

し,か れ らはなん らの生 産手 段 も提 供 して い な い のみ か,作 物 選 択 の 自由 も,

ま た労 働 その もの に も自主 性 が な く,完 全 な農業 労 働 者 とい わね ば な らな い。

た だ,収 穫 物 は麦 の場合 農 民 の3分 の1,綿 につ いて は2分 の1の 比 率 で経 営

者 と農 民 の 間 で配 分 され て い るが,こ れ は労 働 の報 酬 がsharecropping制 に

よ って支 払 われ て い るにす ぎな いので あ り,か れ らは実 質 的 に はsharec「OP-

per的 賃労 働 者 なの で あ る」[岡 崎1964,94ペ ージ]。地 主制下 の小 作 農 は,実 質

的 に は契 約労 働 者 と して地 主 経営 の労 働 組 織 に編 成 され た農 民 で あ り,こ う し

た性格 を も った農 民 が居住 す る集落 が村 で あ った。
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イラ ンにお ける地主 は比較 的規模が大 きい。一 ない し多数 の村 を丸 ごと所有

す る地主 はオムデマ レキ,ま た一っの村が複数 の地 主によって所有 され る時 こ

の地主 はホルデマ レキと呼 ばれ,一 般 には不在地主であ る
。

ラム トンは大土地所有 の形態 をおお まかに三っ に分類 してい る
。

① 一一ヵ村 ない し数 ヵ村 を所有す る大土地所有 の形態。

② 一人の地主が い くっかの村落 でそれぞれ持分を所有す る形態
。

③ 一つの村が相続 によ って複数の地主 によ り共有 され る形態
。

(Campton,19fi9,pp.270-271)

イ ランでは,先 にみたようにカス ピ海沿岸 の湿潤地帯 では地主 ・小作関係 は定

期借地関係 にあ り,小 農 の農民的経 営を特徴 としている。 これに対 して地主経

営が展開 した乾燥 ・半乾燥地帯で は,地 主 が経営 に積極 的な対応 を示 した
。①

の場 合,村 の所有者であ る地主 が経営者で もあ り,村 が経営の単位をな した。

② と③ は一 っの村の土地が複数 の地主によ って所有 され,ラ ム トンが地主所有

におけるムシャーと呼んだ持分 によ る共有の形態で ある
。 このため,各 地主 は

小作料 に持分 に応 じた取 り分を もっ ことにな るが,経 営 は村 が単位 をな し分割

され ることがない。 この点 で① と変わ るところがないが,経 営 に関わ るのは複

数 の地主 の うちの一人であ るか また第三者のモ スター ジェル(借 地経営者)で あ

るかのいずれかである。①で も地主が土地 をモス タージェルに貸与す ることが

あり,こ の場合,三 分割制 の一形態 とい うことがで きる。 したが って,地 主的

所有 と経営 の関係 はおよそ次 のよ うに類型化 され る。

(1)一 人の地 主が村の土地を所有 し,か っ経営をお こな う。

② 一人 の地主が村 の土地 を所有 し,借 地経営者が経 営をお こな う
。

③ 複数 の地主 が村 の土地 を共有 し,地 主の うちの一人 が経営 をお こな う
。

(4)複 数の地 主が村 の土地 を共有 し,借 地経営者が経営 をお こな う
。

ただ,こ の類型 は開放耕地制 と伝統農法 を村の農業 の基本的形態 としてい る地

方 にお ける比 較的規模の大 きな地主 に限 っての ことで あ り,分 割 された土地 を

所有 し経営す る小地主 もまた存在 して いたことも注意 す る必要 があ る
。

地主が村 を単位 に して所 有 しまた共有関係を とった理 由には経営 が村 を単位
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としていたためである。で は,村 がなぜ経営 の単位 とな らざ るを得 なか ったか。

それは,伝 統農法 によ る農業 の技術体系 によって村落共 同体の農業 の諸方式を

経営 に踏襲 せざ るを得 なか ったためで ある。農業 の技術 的側面でみ ると,地 主

制 の時代 には トラク ターの普及 が始 まる50年 代 まで基本的 には発展 がなか っ

た とい ってよい。 このため,技 術 に規定 された農業 の諸方式 はかつての村落共

同体 のそれ と大 きな違 いはなか った。村 は地主経営 の労働組織 として編成 され

は したが,農 耕 と牧畜 の複合 した農業方式が と られ,耕 地制度 は一般 に開放耕

地制 が とられた。小作農 は均等 に各耕区に分散 した地条を利用 し,休 閑 の耕区

は共同放牧地 と して開放 された。 っま り,伝 統的な農業 の諸制度が地主経営の

下 で も生 き続 けた理 由には,共 同体的秩序が維持 されて いたためではな く農法

発展 を伴 う農業革命を経過 しなか った ことにあ った。商業的農業の展開過程 で

地主 の経営へ の積極的対応が進 み,村 はその労働組織 の場 として存在 したが,

低 い技術 と生産力水準 の もとで村落共同体 の農 業の諸制度 はそのまま地主経営

の合理 的な システムとして機能 したのであ る。

労働組織 とい う点でいえば,サ ハ ラーや ボネと呼 ばれ る4人 ない し8人 によ

る組単位 の組織 がイ ランの乾燥 ・半乾燥地 に広 くみ られたが,割 替 え慣行 も一

っの機能を果 た した。「概 して農民 の土地保有 は短期的 に も保証 されていない。

ま していわんや長期的にはなおの ことであ る。農民 がその一生 を一 っの村落で

過 ごして も,毎 年 の もしくは定期的な土地 の割替 えが くじによってな され るた

めに耕作地 は移動す る。 この割替 え慣行 は,フ ァールス,ア ゼルバイ ジャンの

_部 の地方,ホ ラーサ ンな らびにケルマー ンで とくに広 くお こなわれていた」

[Lambton,1969,p.299]の である。そ して,こ の慣行 は,商 品 ・貨幣的 および資

本主義 的関係の発達の結果 と して,農 民 が永小作権 を失えば失 うほどます ます

広 く行なわれ るようにな った といわれている[バ ディ,1972,59-60ペ ージ]。農民

の耕作地を移動す る ことは耕地 と農民の結 びっ きを弱 め小作権の脆弱化 に有効

で あ り,割 替 え は地主が農民 を収奪す るたあの強力な武器 ともな っていた。 し

たが って,地 主制の もとで は割替え制 は共同体的制度 と しての側面 を もつ こと

な く,地 主経営 の労働力 の編成 の手段の一部 をな し,小 作農が個別の土地 に既
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得権を もっ のを妨 げる地主 の意図 によ って踏襲 された ものであ った
。

20世 紀半ば に トラクターが導入 され ると,地 主 は農民 か ら小作権 を剥奪 して

農場経営 に移行す る動 きをみせ始 める。 この段階で伝統的農業制度 と結 びっ い

た地主'小 作関係 は地主 にとって栓楷化 しは じめ る。機械化が労働組織 の編成

替えを可能 とし,農 地改革が制度面 での地 な らしを した。地主 は近代的経営 を

お こな うことを条件 に所有地 の一部 を継続的 に所有 す ることが認 め られたので

あ り,こ こに労働者 を雇用 し農業機械化 を進 め る近代的な大規模農場が成 立す

ることにな った。

しか し,農 民 に所有権が移転 した農地 において は村落共同体 を彷彿 させ る村

を成立 させた。農地改革 の土地売買契約書 は売手 の欄 に地主,買 手 の欄 に農民

の名が記 される。 マル ヴダシ ト地方 の事例でみ ると,地 主が複数 である場合 に

は売手 の欄 に地主 の名 とその持分 が,買 手 の欄 には小作人の名が列記 された
。

個 々の地片が小作人に個別 に売却 されたので はな く,土 地 は複数の地主か ら複

数 の小作人 に売却 され,村 の耕地 は旧小作農 の共有 とされた。村 の土地購入代

金 の うち農民 は自分の持分 に相当す る部分 を支払 い,地 主か ら共同で購入 した

土地 の持分所有者 とな った。 この ことは,農 業技術 の発展 がなか ったために村

落共同体 か ら地主制 の経営によ って踏襲 され た農業 の諸方式 を持分所有の農民

が また踏襲す ることを意 味 した。地主制の時代 には農業経営の システムと して

の農業 の制度 が,地 主が去 った村 では,農 民相互 の共同体的関係 によって共同

と規制を要す ると農業 の制度 と して性格 を変えた。言 い換 えれば,村 落共 同体

の農業 の諸制度 を労働組織 と して踏襲 した地主経営下 の制度をそのまま残存 さ

せ・農民 は共有地 の持分所有者にな ったのである。地主制が廃止 されてかつて

の 「村落共同体」 が再 び姿を現 わす ことにな った
。永小作権が生 じるのを避 け

ることを意図 した地主制下 の割替え制 は,こ こでふ たた び持分 の均等 を計 る制

度 と しての性格 を もっ もの とな った。

以上か ら明 らか なよ うに,1970年 代 にイランの乾燥 ・半乾燥気候 の高原平野

の地帯 に広範 にみ られた持分保有の ムシャーは村落共同体 の解体過程 の残骸 で

はな く,資 本 主義的 な地主経営 の解体 に ともな う 「村落共同体」 の復活 であ っ
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た。市場経済 の真 っ只中 に生 まれ た 「村落共 同体」の寿命 は したが って短 く,

マル ヴダシ ト地方で はほどな く割替え制 を廃止 し,土 地利用 の自由化 による分

割地農民へ移行 の動 きを見せ始 あた。

おわ りに

割替 え制 は血縁的共 同体か ら地縁的な村落共同体へ の移行過程 において耕地

共有制 との関係 で とられた制度であ る,と い うのが経済史 におけ る0般 的理解

であ る。 しか し,検 討 して きたよ うに,西 アジアで は多様 な農業制度で割替 え

制がみ られた。遊牧民 が定住 した部族共同体 や親族 を核 と した氏族共同体,耕

地共有制 をとる地縁 的な村落 において割替 えは広 く慣行 とな って いた。 また,

商 品経済化が進んだ20世 紀 には,一一般 に農民 の権利 は私的 な持分 と して譲渡

可能 な権利 に変わ っていたが,こ こで も割替 え慣行 が続 いたのである。さらに,

大土地所有制 が発展 す る時代 に も広範 にみ られ,村 が労働組織の場 と して飯場

化 していた地主経営で は割替え はむ しろ積極的 にと られた制度で もあ った。

割替えの意義 と して は,血 縁的紐帯や共 同体 を維持 す る外的なまた風土的な

条件 を列挙 したが,地 主経営 では割替 えが農民 の小作権 の脆弱化 を計 る制度 と

してあ った ことを細 か く検討 して きた。つ ま り,時 代 によって制度 の もっ社会

的意 味 は大 き く変 わ った。割替 え制 は農業 の生産 性 とい う側面 か らみ る と本

来,好 ま しい制度 ではない。農場制 はよ り高 い収益性 を保証 す るはずであ る。

に も関わ らず,商 品経済化 が進 んだ70年 代 まで割替 え制 が生 き続 けたの はな

ぜか。 それ は,農 業生産技術 の低位性 にあ ったとい ってよい。言い換 えると,

農法 を転換す る農業革命 が起 こらなか った ことであ る。西 アジアの主要 な農業

地帯で ある平担 な乾燥 ・半乾燥地帯 では,農 耕 と牧畜 が有機的 に複合 した伝統

農法 が とられ,こ れが土地利用方式 と耕作の諸制度を規定 して きた。地主経営

もまた伝統農法 を踏襲せ ざるを得 なか ったのであ る。 この点 に関 しては別稿で

詳 しく検討す ることにな るが,農 法 に発展が ないままに伝統的 な耕地制度 と農

耕方式が,多 様な共同体 や村落 また地主経営 にお ける共通項 をな し,割 替え制

を存続 させ ることにな ったのである。
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